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（午前９時００分 開会） 

○中西議長 おはようございます。  

本日は予算審査特別委員会を開催いたしましたところ、委員皆さまにはご出席をいた

だきまして、まことにありがとうございます。  

ただいまから、本会議から付託を受けました議案第１８号  平成２８年度斑鳩町一般

会計予算について外５件の予算審査を行っていただきますが、会議に先立ちまして、本

委員会の正副委員長を互選いただきますため、暫時休憩をいたします。  

（午前９時００分  休憩） 

（午前９時００分  再開） 

○中西議長 再開いたします。  

休憩中に互選をいただきました結果、委員長に坂口委員、副委員長に伴委員を互選さ

れましたので、お２人にはよろしくお願いいたします。  

暫時休憩いたします。  

（午前９時００分  休憩） 

（午前９時０１分  再開） 

○坂口委員長  それでは、再開いたします。  

皆さま方のご推挙によりまして予算審査特別委員長を務めさせていただきます。副委

員長ともども委員会運営に当たらせていただきますので、委員皆さま方のご協力よろし

くお願いいたします。  

それでは、本日の会議を開きます。  

初めに、町長のご挨拶をお受けいたします。  

小城町長。  

○小城町長 おはようございます。  

２月２９日の本会議から付託をされました議案の第１８号  平成２８年度斑鳩町一般

会計予算、あるいは議案の第１９号  ２０号、２１号、２２号、２３号、６議案の関係

等について、きょうから精力的に審査をやっていただきます。特に、２８年度は２億２

千万前年度より多い８６億５千万ということで一般会計の予算を出させていただいて、

精力的にやってきたわけでございますけども、そういう中でいろいろとまたご意見等、

あるいはまたその関係等についてですね、ご指摘等あろうと思います。ひとつ皆さん方

の忌憚ないご意見をいただいて、精力的にですね、審査をいただいて、原案どおりご承

認いただきますことを心からお願いいたしまして、開会の挨拶とします。ありがとうご
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ざいました。  

○坂口委員長  それでは、本委員会の会議録署名委員を私より指名いたします。  

署名委員に、小林委員、小村委員のお２人を指名いたします。両委員にはよろしくお

願いいたします。  

本日と、８日、９日の３日間で、本会議から付託を受けました、一般会計、各特別会

計及び水道事業会計に係る平成２８年度当初予算を審議してまいりますので、委員皆さ

ま、また理事者の皆さまにはよろしくお願いをいたします。  

それでは、本会議から付託を受けました、議案第１８号  平成２８年度斑鳩町一般会

計予算について、議案第１９号  平成２８年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計予算に

ついて、議案第２０号  平成２８年度斑鳩町公共下水道事業特別会計予算について、議

案第２１号 平成２８年度斑鳩町介護保険事業特別会計予算について、議案第２２号  

平成２８年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計予算について、議案第２３号  平成２８年

度斑鳩町水道事業会計予算について、以上６議案を一括議題といたします。  

初めに、審査の方法についてお諮りいたします。  

お手元にお配りをしております資料、平成２８年第１回定例会予算審査特別委員会進

行予定表をごらんいただきたいと思います。  

最初に、一般会計予算総括について、また、一般会計歳入全般について総務部長から

説明を受け、質疑を行うことといたします。次に、一般会計歳出及び各特別会計につい

て、各部ごとに審査を行っていただきますが、この審査については、一般会計の各款ご

と、また、各特別会計ごとにそれぞれ所管部長から説明を受けた後、それぞれ質疑等の

審査を行い、全ての質疑が終了後、各会計予算について表決を行いたいと思います。  

以上申しあげましたとおり審査を進めてまいりたいと思いますが、これにご異議ござ

いませんでしょうか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○坂口委員長  異議なしと認めます。  

それでは、進行予定表のとおり進めさせていただきます。  

委員並びに理事者の皆さまには、議事進行につきましてご協力のほう、よろしくお願

い申しあげます。  

なお、理事者の皆さまには、説明につきましては大変長時間にわたるものもございま

すので、説明は着席のまましていただいて結構です。  

それでは、一般会計予算総括説明と歳入全般についての説明を求めます。  
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植村総務部長。  

○植村総務部長 それでは初めに、一般会計総括予算及び歳入全般についてのご説明申し

あげます。  

議案第１８号  平成２８年度斑鳩町一般会計予算についてでございます。  

まず、議案書を朗読いたします。  

議案第１８号  

平成２８年度斑鳩町一般会計予算について  

標記について、地方自治法第２１１条第１項の規定により、別紙のとおり提出し、議

会の議決を求めます。  

平成２８年２月２９日  提出 

斑鳩町長 小城 利重 

説明に用います資料につきましては、主に平成２８年度斑鳩町一般会計予算書と、平

成２８年度予算関係参考資料となりますので、よろしくお願いをいたします。  

それでは、一般会計予算書に基づきまして、説明をいたします。お配りをいたしてお

ります一般会計予算書の１ページをお開きをいただきたいと思います。  

初めに、予算総則につきまして、朗読をいたします。  

平成２８年度斑鳩町一般会計予算  

平成２８年度斑鳩町一般会計の予算は、次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８，６５０，０００千円とする。  

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。  

（債務負担行為）  

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる

事項、期間及び限度額は、「第２表  債務負担行為」による。  

（地方債）  

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表  地方債」によ

る。 

（一時借入金）  

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額
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は、１，０００，０００千円と定める。  

（歳出予算の流用）  

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係

る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間

の流用 

平成２８年２月２９日  提出 

斑鳩町長 小城 利重 

  それではこの後、失礼いたしまして、座って説明をさせていただきます。  

それでは次に、予算総則に定めました債務負担行為及び地方債の内容について、説明

をいたします。恐れ入りますが、予算書の９ページをお願いしたいと思います。  

初めに、第２表 債務負担行為についてでございます。債務負担行為の予算を設定し

ているものは、６事業となっております。１つ目は、町制７０周年記念誌作成業務委託

契約として、債務負担行為の期間を平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日とし、

限度額５０万円としております。２つ目は、文化振興センター施設管理運営業務委託契

約といたしまして、債務負担行為の期間を平成２９年４月１日から平成３１年３月３１

日とし、限度額を１億９，５１１万４，０００円としております。３つ目は、（仮称）

町制７０周年のあゆみ制作業務委託契約として、債務負担行為の期間を平成２９年４月

１日から平成３０年３月３１日とし、限度額を１００万円としております。４つ目は、

斑鳩の里観光案内所及び観光自動車駐車場施設管理運営業務委託契約として、債務負担

行為の期間を平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日とし、限度額を３，５０６

万２，０００円としております。５つ目は、斑鳩町バリアフリー基本構想策定業務委託

契約としまして、債務負担行為の期間を平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日

とし、限度額を１，０００万円としております。６つ目は、法隆寺門前周辺地域無電柱

化設計業務委託契約として、債務負担行為の期間を平成２９年４月１日から平成３０年

３月３１日とし、限度額を５００万円としております。  

次に、１０ページをお願いしたいと思います。第３表の地方債についてでございます。  

初めに、起債の方法についてでありますが、普通貸借または証券発行としております。

また、利率につきましては３．０％以内とし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等

につきましては、利率見直しを行った後については見直し後の利率としております。償
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還の方法につきましては、政府資金にあってはその融資条件に基づき、また、銀行その

他の場合にはその債権者と協定するものと定めております。また、据置期間及び償還期

間の短縮、繰上償還、借り換えができる旨を定めております。  

次に、それぞれの町債の内容について、説明いたします。予算書の３６ページをお開

きいただきたいと思います。中段以降の第２１款の町債でございます。初めに、第１目  

土木債では、道路新設改良事業債として、道路整備に係る町債６，７２０万円を計上し

ております。この町債は、起債充当率９０％の地方道路等整備事業債を活用しておりま

す。次に、まちづくり事業債では、社会資本整備総合交付金にて実施いたします町道２

１５号線歩道設置工事に係る町債３７０万円を計上しております。この町債は、起債充

当率９０％、元利償還金に対しまして基準財政需要額に算入される交付税措置率約２

２％の公共事業等債を活用しております。次に、流域対策施設整備事業債として、流域

対策施設整備事業費補助金にて実施する東町池整備に係る町債３，９００万円を計上し

ております。この町債は、起債充当率９０％、交付税措置率約２２％の公共事業等債を

活用しております。また、道路橋りょう環境整備事業債として、社会資本整備総合交付

金にて実施いたします米壽橋等の補修工事に係る町債１，３７０万円を計上しておりま

す。この町債は、起債充当率９０％、交付税措置率約２２％の公共事業等債を活用して

おります。次に、第２目 消防債では、防災基盤整備事業債としまして、県防災行政通

信ネットワーク再整備に係る町債１，６５０万円を計上しております。この町債は、起

債充当率１００％、元利償還金に対して基準財政需要額に算入される交付税措置率７

０％の緊急防災・減災事業債を活用しております。３７ページでございます。第３目の

教育債では、史跡中宮寺跡整備事業債として、史跡中宮寺跡の整備に係る町債１，６６

０万円を計上しております。この町債は、起債充当率７５％の一般補助施設整備等事業

債を活用しております。最後に、第４目  臨時財政対策債では、引き続き地方財政の不

足に対処するため、地方財政法第５条の特例として発行される臨時財政対策債３億５，

８４０万円を計上しております。この臨時財政対策債は、元利償還相当額に対して、そ

の全額が交付税措置されることとなっております。これら町債の総額は５億１，５１０

万円となりまして、前年度と比較いたしまして、３，２７０万円の減額となっていると

ころでございます。 

また、町債残高の見込みについてでございます。予算書の１５３ページをお開きいた

だきたいと思います。平成２８年度末の一般会計におけます町債残高見込額は、一番右

上の欄でございますが、９３億１，１８８万５，０００円となる見込みでありまして、
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上水道事業、公共下水道事業を合わせました残高合計は、表の一番右下でございます、

１９３億４，９９６万３，０００円となる見込みとなっております。  

続きまして、一般会計歳出予算に係る総括説明をいたしたいと思います。歳出予算の

各費目の詳細につきましては、後ほど教育長及び各担当部長から説明させていただきま

すが、私のほうからは簡単に予算の目的別に沿いまして、前年度の予算額との比較、性

質別の主な増減につきましての説明といたします。  

それでは、予算書の１３ページにお戻りいただきたいと思います。第１款  議会費で

は、１億４６８万１，０００円を計上しております。前年度と比較して、１，１７７万

１，０００円、１０．１％の減となっております。第２款  総務費では、１０億５，２

９１万２，０００円を計上しております。前年度と比較して、２，８８６万７，０００

円、２．８％の増となっております。次に、第３款  民生費では、３０億７，７８４万

１，０００円を計上しております。前年度と比較して、２億３，２７３万９，０００円、

８．２％の増となっております。第４款  衛生費では、９億９，３１１万９，０００円

を計上しております。前年度と比較して、１億２４９万４，０００円、９．４％の減と

なっております。第５款 農林水産業費では、９，７６４万３，０００円を計上してお

ります。前年度と比較して、１１６万５，０００円、１．２％の減となっております。

次に、第６款  商工費では、１億２，４０５万３，０００円を計上しております。前年

度と比較して、１，３７４万６，０００円、１０．０％の減となっております。次に、

第７款 土木費では、９億１，４８６万９，０００円を計上しております。前年度と比

較して、２，１９４万６，０００円、２．３％の減となっております。次に、第８款  

消防費では、３億８，８７２万５，０００円を計上しております。前年度と比較して、

３，１０８万８，０００円、８．７％の増となっております。第９款  教育費では、１

０億６４２万７，０００円を計上しております。前年度と比較いたしまして、８，１６

０万円、８．８％の増となっております。次に、第１０款  災害復旧費では、前年度と

同額の６，０００円を計上しております。次に、第１１款  公債費では、８億３，９７

２万４，０００円を計上しており、前年度と比較いたしまして、２，３１７万２，００

０円、２．７％の減となっております。最後に、第１２款  予備費では、５，０００万

円を計上しているところでございます。  

以上、歳出の合計は、８６億５，０００万円を計上しておりまして、前年度と比較を

いたしまして、２億２，０００万円、２．６％の増となっております。  

続きまして、歳出予算の性質別の状況について、説明いたします。恐れ入りますが、
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予算関係参考資料の６ページをごらんいただきたいと思います。一般会計性質別明細書

に基づきまして、前年度の当初予算との比較を説明いたします  

初めに、上から４行目の義務的経費でございます。３８億１７３万１，０００円とな

っております。人件費及び公債費は減額となるものの、児童福祉や障害者福祉などに係

る扶助費が増額となることから、前年度当初予算額と比較いたしまして、１億７１６万

５，０００円、２．９％の増となったところでございます。次に、その５つ下の経常的

経費でございます。４２億７９４万円となっております。物件費で、証明書コンビニ交

付サービスや子育て応援アプリシステムの導入、バリアフリー基本構想の策定、学校・

幼稚園校務用パソコンの更新、避難所施設の充実、学習支援の実施などの取り組み、ま

た、維持補修費で、学校トイレ洋式化や道路等の維持補修費の増額、補助費等で、後期

高齢者医療に係る療養給付費負担金の増額やプレミアム付商品券の発行支援などの取り

組み、また、繰出金で、介護保険事業や国民健康保険事業などの特別会計繰出金が増額

となることから、前年度と比較いたしまして、１億３，３８７万８，０００円、３．

３％の増となったところでございます。下から４行目でございますが、投資的経費は、

５億６，８２６万１，０００円となっております。役場庁舎空調設備の更新、史跡中宮

寺跡の整備、文化財収蔵庫の解体撤去などは増額となるものの、道路の新設改良や衛生

処理場焼却棟の解体撤去などが減額となることから、前年度と比較いたしまして、４，

３４６万９，０００円、７．１％の減となっております。  

以上で、歳出予算に係る総括説明とさせていただきます。  

  続きまして、歳入予算の内容についてでございます。  

初めに、第１款の町税についてでございますが、新年度は、前年度と比較しまして９

８２万円増の２８億７，０４７万円を計上しております。それでは、税目ごとに説明い

たしますので、予算書１４ページをお開きいただきたいと思います。第１項の町民税で

は、景気は緩やかな回復基調であるものの、個人では退職分離課税所得の減尐、法人で

は税率改定の影響から、前年度と比較いたしまして、７８０万円、０．５％減の１４億

４，４７０万円を計上いたしております。次に、第２項の固定資産税では、土地におい

て地価の下落に伴う時点修正を行うものの、家屋において新築住宅が増加いたしました

ことから、前年度と比較いたしまして、１，４８２万円、１．３％増の１１億２，７２

７万円を計上いたしております。１５ページの第３項  軽自動車税でございます。引き

続き軽自動車の登録台数が堅調に増加しているとともに、税率改定の影響から、前年度

と比較いたしまして、８５０万円、２１．３％増の４，８４０万円を計上しております。
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次に、第４項  たばこ税では、旧３級品たばこの税率改定はあるものの、全体では販売

本数が減尐していることから、前年度と比較いたしまして、７９０万円、６．０％減の

１億２，４６０万円を計上いたしております。次に、第５項  都市計画税では、固定資

産税と同様の理由により、前年度と比較いたしまして、２２０万円、１．８％増の１億

２，５５０万円を計上しているところでございます。  

１６ページでございます。地方譲与税を初め各種交付金につきましては、国の地方財

政見通し、県からの提供資料等をもとに見積りをいたしたところでございます。  

第２款 地方譲与税につきましては、新年度は、第１項  地方揮発油譲与税で、前年

度と比較しまして１１０万円減の１，５６０万円、第２項  自動車重量譲与税で、前年

度と比較いたしまして２８０万円増の３，９４０万円をそれぞれ計上しております。  

次に、第３款 利子割交付金につきましては、新年度は、前年度と比較いたしまして

５１０万円減の４２０万円を計上いたしております。１７ページでございます。  

第４款 配当割交付金につきましては、新年度は、前年度と比較いたしまして２２０

万円減の５，０２０万円を計上いたしております。  

次に、第５款  株式等譲渡所得割交付金につきましては、新年度は、前年度と比較い

たしまして２，０５０万円増の４，５４０万円を計上いたしております。  

第６款 地方消費税交付金につきましては、新年度は、前年度と比較いたしまして５，

５８０万円減の２億９，６２０万円を計上いたしております。１８ページでございます。  

第７款 ゴルフ場利用税交付金につきましては、新年度は、前年度と比較いたしまし

て１６０万円増の２，１５０万円を計上いたしております。  

第８款 自動車取得税交付金につきましては、新年度は、前年度と比較いたしまして

１０万円増の１，３１０万円を計上いたしております。  

次に、第９款  地方特例交付金につきましては、新年度は、前年度と同額の２，１９

０万円を計上いたしております。１９ページでございます。  

第１０款 地方交付税についてでありますが、新年度は、前年度と比較いたしまして

２億３，９００万円増の２５億７，１００万円を計上いたしております。普通交付税は、

２２億５００万円を計上しておりまして、平成２７年度交付決定額と比較いたしまして、

３，２６３万１，０００円、１．５％の増となっております。また、特別交付税は、３

億６，６００万円を計上しているところでございます。次に、第１１款  交通安全対策

特別交付金につきましては、新年度は、前年度と比較して６０万円減の３００万円を計

上いたしております。  
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次に、１９ページから２０ページにかけての分担金及び負担金についてでございます。

新年度は、前年度とほぼ同額の１億２，９５２万５，０００円を計上しております。第

１項 分担金では、農林水産業費分担金といたしまして、農道整備等の土地改良事業に

係る分担金３２５万６，０００円を計上しております。２０ページでございますが、第

２項の負担金では、民生費負担金といたしまして、保育園保育料や地域活動支援センタ

ー他市町村入所などに係る負担金１億２，６２６万９，０００円を計上しているところ

でございます。  

次に、２０ページから２３ページにかけての第１３款  使用料及び手数料でございま

す。監査委員のご指摘を踏まえまして、観光自動車駐車場において、いかるがホールの

ホール使用料収入と同様に、駐車場料金収入を指定管理者の収入として管理運営費に充

てる利用料金制を導入してまいりたいことから、新年度は、前年度と比較いたしまして

２，６６１万６，０００円減の１億８，９９９万６，０００円を計上いたしております。

２０ページから２２ページの第１項  使用料では、各公共施設の使用料、幼稚園の保育

料など、１億１，５７７万円を計上しております。また、２２ページから２３ページに

かけましての第２項 手数料では、ごみ処理、し尿処理の手数料を初め、各種証明手数

料など、７，４２２万６，０００円を計上しております。  

次に、２３ページから２６ページにかけましての第１４款  国庫支出金についてでご

ざいます。新年度は、社会資本整備総合交付金、社会保障・税番号制度システム整備に

活用するシステム整備費補助金、史跡用地先行取得償還費補助金などは減額となるもの

の、児童福祉や障害者福祉に係る国庫負担金や、東町池の流域貯留浸透事業や史跡中宮

寺跡整備事業に活用する国庫補助金などが増額となることから、前年度と比較いたしま

して５，４４４万１，０００円増の８億４，９８６万３，０００円を計上いたしており

ます。 

２６ページから２９ページにかけましての県支出金でございます。新年度は、ため池

の耐震再調査などに活用する県補助金、国勢調査の実施や奈良県知事・議会議員選挙執

行に伴う県委託金などは減額となりますものの、児童福祉や障害者福祉に係る県負担金、

参議院議員選挙執行に伴う県委託金などが増額となることから、前年度と比較いたしま

して３，３４１万３，０００円増の５億６，６２０万３，０００円を計上しております。  

２９ページから３０ページの第１６款  財産収入でございますが、新年度は、９５４

万５，０００円を計上いたしております。  

次に、第１７款 寄附金でございます。新年度は、５００万円を計上いたしておりま
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す。 

３１ページでございます。次に、第１８款  繰入金についてでございます。新年度は、

衛生処理場焼却棟解体事業や役場庁舎空調設備更新工事に対応するため、財政調整基金

１億１，０００万円の取り崩しを計上いたしているところでございます。  

第１９款 繰越金は、平成２７年度予算執行を見る中で、新年度は、２億５，０００

万円を計上いたしたところでございます。  

次に、３１ページから３６ページにかけましての第２０款  諸収入でございます。新

年度は、７，２７９万８，０００円を計上しております。新たに、公共下水道事業特別

会計への貸付金に係る公営企業貸付金元金収入として９８５万円、いかるがパークウェ

イの整備に伴う発掘調査受託料として１，８００万円を計上いたしております。  

３６ページから３７ページの第２１款  町債につきましては、先ほどご説明をさせて

いただきましたとおりでございます。  

なお、平成２８年度予算関係参考資料の２２ページ以降でございますが、平成２８年

度一般会計歳出事業一覧表を調製いたしまして、各事業の予算額とその財源内訳を記載

いたしております。また、平成２８年度予算の概要の末尾には、平成３７年度までの本

町の財政見通しを添付いたしておりますので、後ほどご参照いただければというふうに

思います。  

以上で、一般会計予算の総括説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますよ

うお願い申しあげます。 

○坂口委員長  一般会計予算についての総括説明と歳入全般についての説明が終わりまし

たので、これに対する質疑をお受けしたいと思いますが、委員の皆さまには、質疑、答

弁がスムーズに行えますよう、ご質問の際には、予算書、関係資料等の資料名、資料番

号、ページ数などもお示しいただきまして質問していただければと思います。  

なお、予算書、予算の概要等につきましては、４月の機構改革後の担当部署の予算の

目、事業となっておりますので、質疑、答弁は２７年度の担当部署でしていただきます

よう、よろしくお願いいたします。  

それでは、質疑をお受けいたします。  

木澤委員。  

○木澤委員 まず、予算書の１７ページのところですけども、株式等譲渡所得割交付金に

ついては２，０５０万円ふえているっていうことですけども、これ、傾向としてはどう

いったところなんでしょうかね。  
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○坂口委員長   

巻企画財政課長 この傾向につきましては、先ごろというか、今ちょっと株式あれで

すけども、その状況を見て、国、県、県の参考数値なんですけど、それをもとに算出し

ておりますので、それを見ますとプラスになっておりましたので、今回、この額を計上

させていただいたということです。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 一定のそういう県のほうからの傾向っていうことですけども、株をやる人が

ふえているとか、そういう動態なんかっていうのはちょっとわからないですかね。  

○坂口委員長  小城町長。  

○小城町長 株式は今、国のほうも、子どもに対してジュニア、そういうものまでふやし

ていますからですね、非常に株の関係等については、親が、あるいはまた子どもさんが

そういうことで、これからの時代ということで、ふえていっている傾向は多いにあると

ぱり株価っていうのは、やっぱり２万円いくとか、そういうことを設定としてですね、

されていますから、やっぱりそういう関係で、ちょっとでも株で利益を上げたいという

方もおられるようでございますから、年々私はふえていくと思います。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 わかりました。  

それと、その下のところの地方消費税交付金なんですけども、去年、４月ぐらいかな、

制度が変わったっていうのもあるかと思いますけども、基本的には消費税５％から８％

にふえているけども、これ、マイナスになっているっていうことについて、説明お願い

したいと思います。  

○坂口委員長   

 平成２７年度につきましては、県、試算した金額、これに基づいて

３億５，２００万円を計上させていただいたところでございます。ただ、平成２７年度

の地方交付税が算出されたベースで見ますと１３４％、県が１６４％の伸びを示してい

たということなので、平成２８年度につきましては、より安全な歳入確保の観点から低

い方の数値を用いまして、今回、計上させていただいたところでありまして、なお、平

成２８年度、これについては、９５．２％という国の地方財政見通しが出ておりました

ので、それで計算見込みを出して、なおかつ２８年度の率を掛けて、現在、計上させて

いただいております２億９，６２０万円を計上させていただいたと。より安全な方法で
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計上させていただいたというふうに考えております。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 そうすると、前年度の当初にあった試算、指数ですね、から、今年度の実績

も踏まえて一応出したらこの数字になったということですね。  

○坂口委員長   

 そのとおりでございまして、普通交付税の算定の数字の、全国マク

ロ的ですね、マクロ的に見た数字が県内の試算とちょっとかけ離れていたので、それが

若干懸念される部分かなということで、それを国のほうの低い数字で用いて、今回、安

全な方法で計上させていただいたということです。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 そうしたら、一応最低ラインの数字だということで理解しておきます。  

それとですね、予算書の１９ページの地方交付税なんですけども、これ、全体で２億

３，９００万ふえていて、普通交付税については伸び率はわずかだったけども、特別交

付税ですね、３億６，６００万円出ているっていうことですけども、これ、名目的には

どういうことなんでしょうか。  

○坂口委員長   

 特別交付税につきましては、これまでの実績に加えまして、このた

び、マイナンバーの関係でコンビニ交付をやってまいります。この費用が約４，４００

万円となりますので、その２分の１が、２，２００万円程度が特別交付税措置されると

いうこともございまして、それらを見越した形で計上させていただいているところでご

ざいます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 あとですね、地方交付税全体にかかわる話なんですけども、いっとき、一番

尐ないときでいうと平成１４年ぐらいで、これ、１０億ぐらい、これ、地方交付税、総

額で尐なかったかなと思うんですけども、ここに至るまで結構回復してきているという

言い方があっているのかどうか、ちょっとわからないんですけども、ふえてきていると。

それは市町村にしたらふえることは当然いいことなんですけども、これはどう見ておい

たらいいんでしょうかね。  

○坂口委員長   

 その間に三位一体の改革、これが大きな削減がございました。国全

体で５．１兆円の削減が行われまして、本町におきましても、１５年と比較しますと、
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７億６千万円程度落ち込んだというような形になっています。ただ、その間、地方が国

に対して地方６団体を通してこの復元を求めてきたというところがございまして、現在

に至りましては、約６億２，６００万円、復元と言ったらおかしいんですけど、それよ

り比べて多くなっていると。ただ、国のほうは、この間、リーマンショック以降に非常

に景気が落ち込んだので、普通交付税の部分で手厚くしていこうといった部分があった

んですけども、これから、いわゆるショック後の状態から平時に戻すよということも言

っておりますので、今後の動向につきましては予断を許さない、注視していく必要があ

るのかなというふうに考えております。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 わかりました。  

もう１個ですね、１５３ページの町債の残高のところで、数字、報告いただいたんで

すけども、これ、財政推計表ですね、予算の概要の一番最後につけていただいている分

と若干数字が異なるんですけども、これはどう見ておいたらいいんでしょうか。  

○坂口委員長   

 予算書で用いているこの数字なんですけども、この当該年度中の起

債見込額というのを見ていただいたらわかるんですけども、これにつきまして、５億５，

２１０万円となっておりますので、当初予算とも合っていないということになります。

これにつきましては、２７年度から２８年度へ繰り越しする部分がございますので、そ

れらを含めて、全体で２８年度、借り入れたらどうなのかなということで出させていた

だいた数字で、結果として９３億１千万円余りになりますよということになっています。  

片や、こっちのほうの、財政推計のほうなんですけども、これにつきましては、繰り

越しのほうの起債は翌年度以降に借りるよというような形で、あくまでも計算させてい

ただいたものでございまして、そのあたり、３千万円程度、ちょっと生じているという

ことでございます。  

○坂口委員長  ほか、ございませんか。  

  平川委員。  

○平川委員 １４４ページの一般職の職員数なんですけれども、本年度の人数が１７０人

で、前年度が１７７人、７人減っているんですけれども、９月の決算の委員会のときに

もお伺いしましたけれども、適正化計画による職員数よりも非常に、今、現状としても

尐ない、今後、ふやしていくことも考えるような、そういうお答えをいただいていたか

なと思うんですけれども、この減っているっていうことはどういう理由によるものかっ



 - 15 - 

ていうことと、あと、臨時職の人数が現状どうなっているのかっていうことと、そのあ

たり、ちょっとお伺いしたいんですけれども。  

○坂口委員長  加藤務総務課長。  

○加藤総務課長 職員数の関係でございますけども、新年度１７０人、マイナス７人とな

ってございますけれども、こちらにつきましては、前年度の予算策定時に、それ、見込

んでいない退職者数っていうのが、実際ございました。実際的には、職員数については、

一般職で全体として２名の減となっております。他会計も合わせて、全体として２名の

減となっております。一般職につきましては、基本的にフルタイムで一般事務に当たっ

ていただく人数につきましては、来年度１３．５人、ほかの、他会計の補助金の関係ご

ざいますけれども、１３．５人と他会計で０．５人で１４人を、現在、予定をしており

ます。人数につきましては、現行１６人ですので、そちらにつきましてもマイナス２人、

２人の減ということで予算措置をさせていただいております。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 ２名の減ということは、実質１７０人ではないということですか。  

○坂口委員長  加藤総務課長。  

○加藤総務課長 はい。この予算計上につきましては、毎年１１月に予算の締めをさせて

いただいて、人数のほう、計算をさせていただいておりまして、それ以降、実質的な退

職者っていうのが出てきますので、そういったあたりで若干差異が出てくるということ

になっております。 

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 ちょっとわかりにくくて、質問が重複して申しわけないんですけれども、と

いうことは、今年度は何人でこの４月１日を予定されているんでしょうか。  

○坂口委員長  加藤総務課長。  

○加藤総務課長 一般職でございますけれども、１９２人、全体で１９２人となっており

ます。平成２７年の４月１日現在では１９５人となっておりましたけれども、全体とし

て一般職１人、特別職のほうに教育長が回っておりますので、実質は２人減と、一般職

では２人減というふうになっております。  

○坂口委員長  平川委員。 

○平川委員 ということは、２人減尐ということで、配置等については特に支障はないん

でしょうか。  

○坂口委員長  加藤総務課長。  
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○加藤総務課長 そのうち、退職者のうち給食関係、定年退職の方と再任用の方がお２人

おられます。ですので、一般事務的に言いますと、人数的には変わっておらないという

ところでございます。  

○坂口委員長  ほか、ございませんか。  

  小林委員。  

○小林委員 予算書の１５３ページの地方債の現在高の見込みについてなんですけれども、

一般会計９３億のこの現在高に占める交付税措置額の割合を教えていただきたいと思い

ます。また、この交付税措置のある総額のうちですね、交付税措置のある金額と、その

中のまた臨時財政対策債がいくらなのか、そして、交付税措置のない町債残高がいくら

なのか、このあたりちょっと教えていただきたいなと思います。  

○坂口委員長   

 まず１点目なんですけども、臨時財政対策債、この割合なんですけ

ども、これは全体の４７％程度が臨時財政対策債となっております。そして、交付税の

措置のある残高の割合なんですけども、ちょっとだけ、今、お待ち願えますでしょうか。

ちょっと調べますので、すみません、申しわけないです。  

○坂口委員長  小林委員。  

○小林委員 その間にと思ったんですけど、経常収支比率、財政見通し出していただいて

いますけれども、ふと思うんですけれども、今の状態からですね、この経常収支比率を

例えば９５％、９０％にしようと思ったら、経常的経費の、一般財源になっている、一

般財源をいくらにしないといけないのか、今の金額から大体どれぐらいの収支改善をし

なければいけないのか、そうすることによって、９５％、９０％にすることによって、

単年度の自由に使えるお金がいったいどれぐらいあるのか、ちょっと教えていただきた

いなと思います。  

○坂口委員長   

 経常収支の改善を１％するには、約５，０００万円ですね、約５，

０００万円の、収入で５，０００万円ふえたら１％改善する。歳出でも、５，０００万

円減らしたら１％ということなので、そう考えますと、９０％にしようと思ったら、４

億円ですね、４億円改善が必要だということです。  

ただ、経常収支比率につきましては、行政活動のレベルもございます。斑鳩町ではい

ろいろな形で町単独事業を実施しております。例えば、小中学校の、加配と言いますか、

尐人数学級、これの賃金であったり、なおかつ、斑鳩町は先進的にごみ処理につきまし
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ても委託に回しております。こういったものもございますことから、ただ単に経常収支

比率が高ければそれだけ悪いということでもなく、全体として行政レベルがどのぐらい

のレベルにあるのかなというのを判断しながら経常収支比率の改善に努めてまいりたい。  

かつて昔は、経常収支比率、８０％とか言われていた時代がございました。これにつ

きましては、昔、先ほど申しあげました町債ですね、いわゆる起債の充当率が５０％の

時代があったんですわ。だから、残り５０％を一般財源で賄わなければならない、そう

いった部分もございましたので、今は、先ほど部長から説明させていただいたとおり、

９０％まで充当率が上がっております。そうした中で、臨時的経費にどれだけ、いわゆ

る建設事業費にどれだけ回せるのかいうような形なので、果たしてその９０％、あるい

は９６％、９８％、このあたりの数字につきましては、国のほうでも、今、議論されて

いるところでございます。以上です。  

○坂口委員長  ほか、ございませんか。  

  伴委員。  

○伴委員 一般会計の財政見通しですね、予算の概要の一番後ろの表なんですが、その中

の財政調整基金の取り崩し、２７年度も１億６千、本年度も１億１千。ただこの数字だ

けで私、結局、決算でどうなるか。今、状況として、予算で上がっていると。実際のと

ころ、今の、２７年度の状況、ちょっと教えてほしいんですが。  

○坂口委員長   

 財政調整基金につきましては、できる限り取り崩したくないという

のは本来の姿勢でございます。ただ、連結決算を考える中で、連結で国保の赤字が非常

に多い、そういった部分を一般会計あるいは水道事業会計でカバーしているのが現実で

ございます。そういったものとにらみながら、２７年度の取り崩しについては今後の決

算見込みをより精緻に出しまして、そういった中で対応させていただきたいというふう

に考えております。平成２８年度の１億１，０００万円、これにつきましては、２７年

度と同様なんですけども、いわゆる衛生処理場の解体、これが大きな部分でございまし

て、こういった突出的な部分については予算計上させていただいているというふうに、

そうしたことで予算計上させていただいたところでございます。以上です。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 非常にこれ、限りのあるものやと思うんですね。なかなか、積み立てていると

きは大変やけど、崩しだしたら非常に早くなってしまう、そういう心配が、普通の家庭

で言うたら定期預金のような感じがしますので、そのあたり慎重に、うまく使っていた
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だければと思います。以上です。  

○坂口委員長  ほか、ございませんか。  

   

 小林委員からのご質問の臨時財政対策債等の残高のお話なんですけ

ども、平成２６年度決算で申しますと、全体で約９７億５千万円の残高がございました。

そのうち臨時財政対策債、いわゆる特例の第５条債なんですけども、これが約４９億円

ございますので、先ほど申しましたように４７、８％になるのかなと。  

そしてもう一方、いわゆる地方交付税措置のある、起債でどれだけ交付税措置とかさ

れているのかなということなんですけども、これも２６年度決算で申しますと、交付税

の中に基準財政需要額で入っている部分につきましては、５億２，５００万円程度基準

財政需要額の中へ入っておりまして、そういった部分で、先ほど申しましたように交付

税の部分も徐々に回復していると、臨時財政対策債が多いので１００％算入されますよ

と、そういった部分で残高多いので、ちょっとずつでも回復していっていると、そうい

う状況にございます。以上です。すみませんでした。  

○坂口委員長  小林委員。  

○小林委員 住民さんとの財政の話をするときにわかりやすいお話をさせていただきたい

なと思いまして、一般の住民さんからされましたら、町債、借金いくらか言うたら、こ

のまま９３億っていうふうにおっしゃいますね。僕ら内容知っていますので、ちょっと

ご説明するんですけれども、じゃあ実際、具体的にどれぐらいの金額が、交付税措置の

ない町債の残高はいくらかっていう話もさせていただきたいなと思いまして、聞かせて

いただきました。交付税措置のない町債の残高って、町税収入の何倍とか何か、そうい

ういろいろな指標を用いながら住民説明をされている自治体もございますので、そうい

う意味も含めて、これにあわせて、町債と経常収支比率あわせてですね、説明されてい

る自治体もありましたので、今回ちょっとお聞かせいただきましたけれども、話を戻り

ますと、交付税措置なしの町債の残高っていうのは結局いくらぐらいになるのかな。こ

の臨時財政対策債の９３億から４９億引いた金額そのまま町債残高、交付税措置のない

町債になるんですかね、違いますよね。  

○坂口委員長  画財政課長。  

 その部分につきましては、本来のうちの姿勢から言いますと、交付

税措置のない起債については借りにいかないよという姿勢でありますので、実際に交付

税措置のない起債が今どれだけ残高として残っているのか、後ほどご説明させていただ
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きますけれども、ただ、それほどはないというのは確かでございます。  

○坂口委員長  ほか、ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○坂口委員長  ないようですので、これをもって一般会計予算総括と歳入全般に対する質

疑を終結いたします。  

次に、議会事務局所管に係る予算審査に入ります。  

第１款 議会費についての説明を求めます。  

寺田議会事務局長。  

○寺田議会事務局長 それでは、第１款  議会費の予算概要について、ご説明申しあげま

す。予算に関する説明書の３８ページから３９ページにかけてでございます。失礼して、

座って説明をさせていただきます。  

平成２８年度の予算額につきましては、町議会の運営等に要する所要額として、１億

４６８万１，０００円を計上いたしております。前年度の予算額と比較いたしまして、

１，１７７万１，０００円、１０．１％の減尐となっております。議員共済に係る負担

金率の引き下げとその算定基準であります議員定数の減によります議員共済組合負担金

額の減が予算額の減の主な理由となっております。  

予算額の主な内訳といたしましては、議員報酬及び職員人件費が主なもので、９，７

７０万６，０００円となっております。なお、議員共済費につきましては、負担金率が

１００分の６３．７から１００分の４１に引き下げられたこと、また、議員定数減によ

り、前年度比で１，４２２万６，０００円の減となっております。  

人件費のほかの主なものは、議長交際費として４０万円、３常任委員会及び議会運営

委員会の行政視察研修などに係る経費として、旅費、使用料及び賃借料などで１７７万

７，０００円、会議録作成に係る経費として、筆耕翻訳料、印刷製本費などで１１１万

２，０００円、議会だより発行に係る経費として１０８万７，０００円、生駒郡町村議

会議長会負担金として前年度同額の１４１万５，０００円、王寺周辺広域市町村圏議長

会負担金１０万円を計上いたしております。  

以上が、議会に係ります新年度予算の主な内容でございます。以上、簡単ではござい

ますが、第１款 議会費の説明とさせていただきます。よろしくお願いを申しあげます。  

○坂口委員長  説明が終わりましたので、第１款 議会費について、質疑をお受けいたし

ます。 

 木澤委員。  
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○木澤委員 予算書の３９ページの、今、最後に説明していただいた王寺周辺広域市町村

圏議長会負担金ですね、これ、前年度計上されてなかって、今年度１０万円計上してい

るんですけども、これはどういう形でこういうふうになっているんでしょうか。  

○坂口委員長  寺田議会事務局長。  

○寺田議会事務局長 生駒郡４町と北葛城郡３町、王寺町、河合町、上牧町ですね、その

７町で王寺周辺広域市町村圏議長会を組織しております。平成２６年度までは王寺周辺

広域市町村圏協議会から補助金をいただきまして、その補助金をもって研修等を行って

おりましたが、平成２７年度から、その協議会からの補助金がなくなりました。それで、

平成２７年度につきましては、郡の議長会からの繰越金をなんとか賄いまして捻出をし、

研修を行いました。そして、２８年度では、各町がそれぞれ、それに見合う１０万円を

広域圏議長会の負担金として明確に議長会、生駒郡の議長会と分けて予算計上いたした

ものでございます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 せやから、一昨年度で広域圏協議会のほうを経由して出ていた分を、改めて

今年度から新たに計上したということですね。はい、わかりました。  

○坂口委員長  寺田議会事務局長。  

○寺田議会事務局長 そのとおりでございます。  

○坂口委員長  ほか、ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○坂口委員長  ないようですので、これをもって第１款議会費に対する質疑を終結いたし

ます。 

ここで、理事者入れ替えのため、暫時休憩いたします。  

（午前１０時０１分 休憩） 

（午前１０時１９分 再開） 

○坂口委員長  それでは、再開いたします。   

それでは、総務部、会計室所管に係る予算審査に入ります。  

まず初めに、一般会計歳出の第２款  総務費について、説明を求めます。  

植村総務部長。  

○植村総務部長 それでは、第２款  総務費について、説明を申しあげます。失礼いたし

まして、座って説明いたします。  

一般会計予算書の１３ページをお開きいただきたいと思います。総務費につきまして
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は、新年度は、総額１０億５，２９１万２，０００円を計上いたしております。前年度

と比較いたしまして、２，８８６万７，０００円、２．８％の増額となっているところ

でございます。  

それでは、総務費に係ります各科目の説明を申しあげます。  

初めに、第１項 総務管理費でございます。３９ページから４３ページの第１目  一

般管理費について、説明申しあげます。３９ページをお願いします。一般管理費の新年

度は、４億６，７３５万９，０００円を計上いたしております。前年度と比較いたしま

して、１，５９９万６，０００円、３．５％の増額となっております。主な予算の内容

でございますが、特別職及び一般職の人件費等のほか、地域集会所施設整備等の支援、

コミュニティバスの運行、参加と協働のまちづくりの推進、住民活動センターの運営な

どに要する費用となっております。  

初めに、地域集会所施設整備等の支援についてでございます。地域住民の福祉の増進

と地域コミュニティの育成を図るため、４３ページでございますが、４３ページの第１

９節 負担金補助及び交付金で、地域集会所施設整備費等補助金といたしまして５１０

万円を計上いたしているところでございます。  

次に、コミュニティバスの運行でございます。本年１０月を目途といたしまして、コ

ミュニティバスの台数を２台とする実証運行の開始を予定いたしておりますけれども、

それまでの間、現行のコミュニティバスを継続して運行するため、４１ページの第１３

節でございます、４１ページ１３節の委託料の中で、コミュニティバス運行業務委託料

１，０９２万円を計上いたしているところでございます。  

次に、参加と協働のまちづくりの推進では、住民活動団体の新しい活動をつくり出そ

うとする動きを支援し、自立した継続的な活動につなげることを目的といたしまして、

住民活動提案制度の運用を新たに行っていくことといたしております。４３ページの第

１９節 負担金補助及び交付金におきまして、活動提案事業補助金といたしまして９０

万円を計上するなどをいたしております。  

次に、住民活動センターの運営についてでございます。協働のまちづくりを推進する

ため、住民活動団体の活動拠点として、生き生きプラザ斑鳩内に住民活動センターを新

たに設置することとし、その運営を行うための費用といたしまして、４０ページの第７

節 賃金２，７１４万７，０００円のうち、臨時職員賃金として１３６万５，０００円

を計上いたしたところでございます。  

次に、４３ページから４４ページの第２目  文書広報費についてでございます。４３
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ページをお願いしたいと思います。文書広報費は、新年度は１，２９５万５，０００円

を計上いたしております。前年度と比較いたしまして、１６６万２，０００円、１１．

４％の減額となっております。減額となりました主な要因は、昨年計上しておりました

町ホームページのリニューアルが減となるためでございます。  

初めに、町広報紙の充実についてでございますが、より見やすく、よりわかりやすい

広報紙とするため、年４回程度、全面カラー印刷を取り入れ、紙面の充実を図ってまい

りたいと考えております。  

また、平成２９年に町制施行７０周年の節目を迎えることから、これを記念して、新

年度から２か年事業で町制７０周年記念誌の作成を進めるため、４４ページでございま

すが、第１３節の委託料で、町制７０周年記念誌作成業務委託料５０万円を計上いたし

ているところでございます。失礼いたしました。  

次に、第３目  財政管理費についてでございます。新年度は、２８０万２，０００円

を計上いたしております。前年度と比較いたしまして、２６万２，０００円、８．６％

の減額となっております。主な予算の内容は、ふるさと納税事務、公会計改革の推進な

どに要する費用となっております。  

初めに、ふるさと納税事務では、ふるさと納税額５００万円を目指しまして、お礼の

品を充実させるため、新たな町内特産品を公募いたしまして、また、友好都市等、兵庫

県太子町、大阪府太子町、長野県飯島町、小田原市、松山市などの特産品を追加いたし

ますとともに、ふるさと納税ポータルサイト経由によります寄附の受け入れ、クレジッ

ト決済を導入いたしまして、寄附環境を充実させながらふるさと納税の促進を図ってま

いります。  

次に、公会計改革の推進では、町の全会計を連結した財務４表の作成に係るサポート

を受けるための費用といたしまして、第１３節  委託料でございますが、財務書類作成

指導・助言業務委託料を４９万４，０００円を計上いたしたところでございます。  

次に、第４目  会計管理費についてございますが、会計事務に要する費用といたしま

して、新年度、２１万４，０００円を計上いたしたところでございます。  

次に、４４ページから４６ページにかけての第５目  財産管理費についてでございま

す。新年度は、１億１，３１９万１，０００円を計上いたしております。前年度と比較

いたしまして、２，９９５万１，０００円、３６．０％の増額となっております。増額

となりました主な要因は、本庁舎空調設備の更新に取り組むためのものでございます。

主な予算の内容は、役場庁舎の維持管理のほか、普通財産の管理、役場庁舎の充実、ま
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た基金の運用などに要する費用となっております。  

初めに、公共施設等総合管理計画の策定でございます。今後の急激な人口減尐や厳し

い財政状況を踏まえまして、各自治体において、公共施設等の全体の状況を把握し、長

期的な視点で更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより財政負担を軽減・

平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現することが求められており、国か

ら、公共施設等総合管理計画の策定が要請されております。その整備を進めるため、４

５ページの第１３節から４６ページの頭にかけてでございますけれども、委託料で、公

共施設等総合管理計画策定業務委託料として３４０万円を計上いたしたところでござい

ます。 

次に、役場庁舎の充実では、庁舎の設備について、使用開始から３０年が経過すると

ころでありまして、更新時期を迎えていることから、順次更新することとし、新年度で

は、４６ページの第１５節  工事請負費で、本庁舎空調設備更新工事２，８００万円、

本庁舎受変電設備更新工事５００万円を計上いたしているところでございます。  

次に、財政調整基金等の積立金といたしまして、４６ページの第２５節  積立金で１，

６６８万１，０００円、第２８節  繰出金で１０５万８，０００円を計上いたしている

ところでございます。財政調整基金等の運用益の基金積み立て、またＪＲ法隆寺駅周辺

整備事業及び総合保健福祉会館に係る町債の将来償還対策としての減債基金積み立てと

なっているところでございます。  

次に、４６ページから４９ページにかけましての企画費についてでございます。新年

度は、１億８，９４７万２，０００円を計上しておりまして、前年度と比較いたしまし

て、２，５９９万８，０００円、１２．１％の減額でございます。減額となった主な理

由は、昨年計上しておりました、いかるがホール大ホール舞台照明操作卓の更新や、第

４次斑鳩町総合計画後期基本計画の策定などが減となっているためでございます。主な

予算の内容でありますが、公益財団法人斑鳩町文化振興財団の支援のほか、いかるがホ

ールの運営管理、男女共同参画社会の推進、ＯＡ化の推進、友好都市交流の推進、総合

計画の進捗管理、行政改革への取り組み、町制７０周年記念事業関連に要する費用とな

っているところでございます。  

初めに、太子の和の精神を現代の視点から問い、太子の精神や事績の意義を未来へ引

き継ぐことを目的として開催しております太子の日フォーラムについては、新年度では、

町制７０周年を記念し、その充実を図ってまいりたいと考えております。その費用とい

たしましては、４６ページの第８節の報償費で、太子の日フォーラム講師謝金２２万３，
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０００円、４８ページの第１４節  使用料及び賃借料の施設使用料のうち３万８，００

０円など、合わせて３０万円を計上いたしたところでございます。  

次に、聖徳太子１４００年御遠忌に向けた町内外の機運を醸成するため、聖徳太子に

関連した自治体や団体等と連携するネットワークを形成してまいりたいと考えていると

ころでございます。その調査・調整費用といたしまして、４７ページ第９節  旅費、特

別旅費のうち２９万円を計上いたしたところでございます。  

次に、町制施行７０周年を記念として、新年度から２か年で、これまでの本町の７０

年の歩みなどをまとめた記録映像の制作を進めるため、４７ページ第１３節  委託料で、

（仮称）町制７０周年のあゆみ制作業務委託料１９０万円を計上するとともに、平成２

９年度に開催するフォトコンテストの準備・企画を進めたいと考えております  

次に、文化振興センターの充実といたしましては、施設の音響や吊り物、照明といっ

た設備に経年による劣化などが見られますことから、順次更新を進めてまいります。新

年度では、大ホールホワイエ床タイルの張替等を行うため、４８ページの第１５節  工

事請負費でございますが、２７１万１，０００円を計上いたしております。  

また、いかるがホールの維持管理といたしまして、４７ページの第１２節で役務費で、

火災保険料３５万９，０００円、第１３節  委託料で、文化振興センター施設管理運営

業務委託料９，３９９万円を計上いたしたところでございます。なお、文化振興センタ

ーの指定管理者の指定につきましては、引き続き３年間、公益財団法人斑鳩町文化振興

財団を指定する議案を本議会に上程をさせていただいているところでございます。  

次に、その斑鳩町文化振興財団への支援といたしましては、４８ページ第１９節  負

担金補助及び交付金で、文化振興財団補助金１，５７２万２，０００円を計上いたして

おります。  

次に、事務のＯＡ化の推進でございます。たびたび前後して申しわけございません、

４７ページの第１３節  委託料のうち、情報セキュリティポリシー改定業務、また、電

算システム運用・保守などに係る費用といたしまして、全体合計で１，０９９万８，０

００円を、４８ページの第１４節  使用料及び賃借料のうち、パソコン使用料やクラウ

ドサービス利用料につきまして５，２４３万１，０００円を計上いたしております。ま

た、社会保障・税番号制度システム中間サーバー関連事業費といたしましては、第１８

節 備品購入費で、端末機器７４万６，０００円、また、４９ページの第１９節  負担

金補助及び交付金で、社会保障・税番号制度システム中間サーバー・プラットフォーム

運用負担金２１１万円などを計上いたしたところでございます。行政の情報化を推進し、
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住民の皆さまの利便性の向上と行政運営の効率化を図るため、引き続きシステムのクラ

ウド化を進めてまいります。新年度では、グループウェア、また介護保険システムにつ

きまして、その更新の時期、平成２８年８月でございますが、これにあわせてクラウド

化してまいりたいと考えております。  

また、生駒郡の魅力を発信・体験していただくため、引き続き生駒郡４町で聖徳太子

ゆかりの地を巡るツーデーウォークを開催してまいりたいと考えております。その費用

といたしまして、４９ページの第１９節  負担金補助及び交付金で、生駒郡ツーデーウ

ォーク開催負担金といたしまして１７１万３，０００円を計上いたしたところでござい

ます。 

次に、４９ページの第７目  公平委員会費についてでございます。公平委員会を開催

するための費用といたしまして、新年度、６万３，０００円を計上いたしているところ

でございます。  

次に、５０ページに移っていただきたいと思います。第１０目  防犯対策費について

でございます。新年度は、１，１４０万９，０００円を計上しております。前年度と比

較いたしまして、１６万２，０００円、１．４％の減額となっております。主な予算の

内容につきましては、町管理防犯灯の新設及び維持管理、また、自治会管理防犯灯の設

置及び維持管理への助成などに要する費用となっているところでございます。  

続きまして、第２項の徴税費についてでございます。初めに、５１ページから５２ペ

ージの第１目  税務総務費についてでございます。職員の人件費と臨時職員の賃金、各

協議会等負担金、固定資産評価審査委員会の運営に要する費用といたしまして、新年度

は６，６７３万９，０００円を計上しておりまして、前年度と比較いたしまして、４６

３万２，０００円、６．５％の減額となっているところでございます。  

次に、５２ページから５４ページにかけましての第２目  賦課徴収費についてでござ

います。新年度は、５，０６０万６，０００円を計上いたしておりまして、前年度と比

較いたしまして、１６５万１，０００円、３．２％の減額となっております。主な予算

の内容でありますが、町税の賦課及び徴収に必要な課税事務等に係る委託料や賦課・収

納電算使用料などに要する費用となっているところでございます。  

次に、５７ページから５８ページにかけてでございますが、第４項の選挙費について

でございます。初めに、第１目の選挙管理委員会費についてでございますが、選挙管理

委員会の運営等に係る費用といたしまして９４万７，０００円を計上いたしたところで

ございます。  
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次に、第２目の常時啓発費についてでございますが、新年度、１５万２，０００円を

計上いたしております。 

さらにその下の第３目  参議院議員選挙費についてでございますが、参議院議員選挙

の執行に係る費用といたしまして１，２００万円を計上いたしたところでございます。  

  次のページ、５８ページでございますが、第４目  いかるが溜池土地改良区総代選挙

費についてでございます。いかるが溜池土地改良区総代選挙の執行に係る費用といたし

まして９３万円を計上いたしたところでございます。  

続きまして、５９ページ第５項の統計調査費でございます。第１目の指定統計調査費

についてでございます。指定統計調査の実施費用といたしまして１２８万１，０００円

を計上いたしております。新年度に実施される主な指定統計調査は、経済センサスとな

っているところでございます。  

続きまして、５９ページから６０ページにかけましての第６項  監査委員費でござい

ます。第１目  監査委員費でございまして、監査事務に要する費用といたしまして１，

０２８万２，０００円を計上いたしたところでございます。  

以上で、第２款 総務費のうち、総務部が所管いたします予算の説明といたします。

よろしくご審議賜りますようお願い申しあげます。  

○坂口委員長  説明が終わりましたので、第２款  総務費について、質疑をお受けいたし

ます。 

  木澤委員。  

○木澤委員 まず、予算書の４０ページですね、危機管理顧問賃金で３１５万７，０００

円上げていただいていまして、一定、総務委員会でも説明は受けたんですけども、自衛

隊とか、警察関連なんかの連携を取り持ってもらう等との話があったんですけども、正

直ぶっちゃけて、そういう人が必要なのかなというふうに思うんですけども。  

それと、そういう方っていうのは、日常業務としてはどういう仕事をしていただくこ

とになるのか、その辺のところもお尋ねをしておきたいと思います。  

○坂口委員長  池田副町長。  

○池田副町長  必要なのかなと言われましたけども、必要である、今まで他の市町村でも

そういう方、採っておられます。必要であると判断されて採っておられるし、今までで

もそういう時代で非常に役に立った、災害なんかのときにも非常に有効的に働いていた

だいたというふうに聞いております。  

  それと、日常業務ですけども、当然、普段から危機管理に対するシステムづくりとい
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うか、マニュアルづくりですかね、そういうのをやっていただきますし、また、防犯組

織、自警の防災組織もあります。そこらの方に対する、当然、意識啓発もやっていただ

きますし、日々いろいろな近隣との連絡調整もやっていただきますので、そういうこと

に、業務をやっていただきます。  

  それとあと、いろいろな各課におきまして、いろいろな事案がございます。いろいろ

な、クレーマーもございます。クレーマー対策にも各市町村、その方が立ち会っていた

だいておりますし、いろいろな滞納整理がございますわね、滞納整理で非常に難しい案

件がございますので、そういうときは当然同席していただいて、いろいろな立場から助

言をいただいておると、そういうことを、先に取り入れられておる自治体でもそういう

ようにされておられまして、非常に効果があると聞いております。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 実際にやっていただいて、どういう成果が出たのかというて見やんとしょう

がないかなと思いますけども、私、これね、他の自治体で採用されて、来ていただいた

けども、実際ね、警察をしてきた現職のときじゃないと、やっぱり辞めてしまってから

だとなかなかその対応は難しいでっていうような話もお聞きをしたりしていますし、こ

ういう形で、顧問という形でね、採用されて、これは昨年度も１人、別部門で採用され

ていますけども、これ、採用の期間とかっていうのはどういうふうに考えておられます

か。 

○坂口委員長  池田副町長。  

○池田副町長  毎年更新になっておりまして、毎年更新させていただくということになっ

てまいります。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 実際に働いておられる姿ですね、僕もあんまり拝見できていないんですけど

も、特別な仕事をしていただいて、やっぱりどういう成果が上がるのかっていうのは、

決算のときにですね、しっかりまた報告をしていただきたいなと。  

  今、どんどん職員さんが減ってきている中で、こうして新たに仕事をしていただく方、

人数がふえること自体は悪いこととは思いませんけども、ただ、費用対効果的にですね、

臨時職員さんでも、事務の仕事をしていただく方を雇うほうが効率的にはいいのかなと

いうふうに、実際、思っている面もありますので、その辺についてはまたちょっと決算

のときにですね、審査させていただきたいと思います。  

○坂口委員長  池田副町長。  
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○池田副町長  まず第１点、危機管理のときに、大きな防災起きたとき、臨時職員さんが

奈良県警、もし県、自衛隊との連絡調整をしていただくということは非常に難しい、で

きない問題でございまして、やはりそれなりのノウハウの方でないと難しいと。それで、

今、申しあげましたように滞納整理、いろいろな方がおられます。暴対関係もございま

す、暴対法関係。これらの方が当然、暴対法の関係も非常に詳しいです、滞納整理のと

き。この方を、臨時職員さんに行っていただいて、職員と同席して解決できるかいうと、

解決できないということになっておりますので。そういう面から危機管理監を入れてあ

りますので、一般の臨時職員さんとはやはりその仕事柄、また対応の仕方も違いますの

で、そこらをご理解をいただけないとと思います。  

  それと、いろいろな効果上がっていないと聞かれたと言っておられますけども、それ

はそこにおいて、いろいろな効果が上がっておるということを聞いておりますので、そ

この自治体でどういう仕事をしていただいておるかという認識の違いもあると思います

けどもね。ただ単にずっと、今までからの経験からやってきて、だらだら言うたらあれ

ですけども、非常にその方に活躍していただける場を提供していなかったということも

考えられますので、非常に効果があるということの自治体も研究をしていただければよ

いと思います。  

  それと、決算のときにその効果検証と言われましたけども、滞納整理で、やはりこれ

だけの、例えば交渉のときに、やっぱりありますわね、交渉の仕方、あります。ちょっ

とここで答弁しにくいですけども、やはり暴対法関係でそういう方が来られたときに、

対応の仕方がやっぱり全然違うんです、職員と。それが臨時職員さんには絶対できない

わけですので、そこらをやっぱりご理解いただけないと役場行政は前に進まないと、こ

のように考えております。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 すぐに臨時職員さんと比較っていう形じゃなしに、例えば自衛隊とか警察と

の連携でも、こういう人がいないと連携がとれないのかと、じゃあ、逆に言うとね、そ

ういうふうに思うんですけど。  

○坂口委員長  池田副町長。  

○池田副町長  非常にやっぱりとりやすいということは確かです、警察等が連携は。それ

だけじゃなくて、日々の滞納整理とか、いろいろなクレーマーの対策も言うております

やんか、それもありますので。それで危機管理のときに、一旦、例えば大きな災害起き

たときに、やはり警察との連携はとりやすいです。それはもう間違いないです。例えば
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県の職員さん、受け入れしたとき、例えばどこかの町のほうで受け入れしたときには、

県の連携はとりやすい。ですから、東北の大震災のときでもすぐに各県に警察または自

衛隊、県から派遣されました。これは、各市町村も一緒です。非常に連携がとりやすい

ということです。災害支援するときでも、例えばこれとこれとこれを、その市町村で何

をどうするか、役割分担いうのは、非常に連携がとりやすいと、そういう、もう、例は

ありますので。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 ここでまだこれからのことをようわからんまま具体的に答えも出せないのに

いろいろ議論してもあれかなとは思うんですけども、これはまた、私としては一応疑問

も持っていますのですね、見せていただいて、また決算のときにきちっと審査をさせて

いただきたいと思います。  

○坂口委員長  池田副町長。  

○池田副町長  非常に、起こってはいけないけども、例えば来年災害が起こったとき、非

常に効果があるというのは理解していただけると思います。それとかもし、万が一、例

えば小中学生の、あるいは小学生さんの何かの事故あったときに、非常に警察の連携が

とりやすい。それは、もう例は、例えばこの前の香芝の例がございますわね。あのとき

でも、その危機管理監というのはすぐ対応されて、庁内の職員を集められて、こうして、

こうして、こうしようというような、てきぱき指示をされました。それであと、警察と

の連携がございました、非常に。それが早期の解決に結びついたとも聞いておりますし、

非常に効果があると思います。どういう観点で疑問を持っておられるかわかりませんけ

ども、町としては非常に効果があると、今後に期待をいたしております。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 次、いきます。４１ページですね、予算書の、コミュニティバスの運行業務

委託料を計上していただいていますけども、新年度１０月ごろから実証運行されるとい

うことで、以前お聞きしたときはまだ契約はしていないよということでしたけども、こ

れ、予算計上はどういう形でしていただいているんでしょうか。  

○坂口委員長  谷口総務課参事。  

〇谷口総務課参事  まず、４１ページのコミュニティバス運行業務委託料で予算計上して

おる１，０９２万円の説明なんですけれども、これにつきましては、現在運行している

コミュニティバスの委託料でございます。あと、実証運行のほうに係るものにつきまし

ては、平成２７年度、国の活性化交付金を活用しまして補正予算のほうに、今、計上さ
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せていただいております分のほうで、運行経費といたしまして２，２００万、そちらの

ほうを計上させていただいております。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 通常１台、翌年度も１０月まで走って、そこから２台にふえるわけですわね。

そこからの運行については活性化交付金も活用するということですと、１０月以降、実

証運行以降の分については、予算計上の仕方がもうひとつよくわからないんですけど、

それ、もともと１台でこの１年間走るっていう、この１，０９２万の計上になっている

んですかね。  

○坂口委員長  谷口総務課参事。  

〇谷口総務課参事  まず、現状の１，０９２万円なんですけれども、こちらのほうが、当

町のコミュニティバスのような単発運行でない貸切バス、こういう運行形態なんですけ

れども、これにつきましては、国交省の定めた契約方法といたしまして年間契約とする

ということが定められております。そういったことから年間契約という形、１年契約と

して算出をさせていただいたものなんですけれども、こちらのほうにつきましては実証

運行を開始した時点で精算をさせていただくということになりますので、その時点で金

額はかなり低くなるというふうにご理解いただきたいと思います。  

  あと、実証運行に係る経費のことなんですけれども、１２月議会に債務負担行為、５

年間の補正予算を組んでいただいて、議決をいただきました。そちらが１億７，０００

万で、債務負担行為ですね、させていただいた中で、年次割といたしまして、２８年度

は２，２００万というふうに計上、年次割で計算をしておりまして、その２，２００万

が、先ほど申しましたように、現在、活性化交付金いただいて、補正予算として計上さ

せていただいているということでございます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 一旦精算するということですね。はい、わかりました。  

そうしましたら、次にですね、予算書の４３ページですけども、自治会連合会の補助

金、これ、１０万減っていますけども、この間、ちょっとずつ減ってきているかなって

いうふうに思うんですけど、自治会連合会とはどんなふうに話をされて、こうなってい

るんでしょう。  

○坂口委員長  谷口総務課参事。  

〇谷口総務課参事  自治会連合会の補助金につきましては、ここ数年、１００万円で推移

はしておりました。ただ、決算額といたしましては、２６年、２７年度、おおむね６０
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万程度になってこようかというところでございまして、実態、決算も見た中で１０万、

ちょっと減らすということで、今回、計上させていただいたところでございます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 実態に合わせて予算額も計上していると。当然、決算終わって６０万円とい

うことなので、差額は返金いただいているっていうことで理解しておいてよろしいです

か。 

○坂口委員長  谷口総務課参事。  

〇谷口総務課参事  はい。差額につきましては、精算で戻入のほう、させていただいてお

ります。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 そうしましたら、同じ４３ページの郡の町村会の負担金については、昨年度

から下がっていますけども、これも教えていただけますか。  

○坂口委員長  谷口総務課参事。  

〇谷口総務課参事  生駒郡町村会の補助金でございます。昨年度が１５９万２，０００円

でしたので、約３０万下がっているわけでございますけれども、こちらにつきましては、

事業の精査による減といたしまして、生駒郡４町全体で５４０万の負担金で運営されて

おりますけれども、全体で１００万減で４４０万の負担金とされたところでございまし

て、これを４町で案分した結果、当町としては２９万３，０００円ですね、先ほど３０

万と申しましたが、２９万３，０００円の減となっているということでございます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 はい、わかりました。  

  そうしたら、続きまして、予算書の４４ページですけども、先ほど部長のほうからも

報告の中にありましたけども、町制７０周年記念の冊子をつくるということで５０万円

計上されていますけども、これはどんな活用の仕方をされるんでしょうかね。  

○坂口委員長   

 これにつきましては、６０周年のときでもこういった冊子をつくら

させていただいたと思うんですけども、これに準じまして７０周年もつくっていきたい

というふうに考えております。  

  作成部数、今、予定しているのは２，０００部あまりということで、いわゆる行政視

察に来られたときに、斑鳩町ですよというご紹介や、そういったものに活用しながら斑

鳩町をＰＲしていきたいというような形です。  
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○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 町民の皆さんから希望があった場合でも、お渡しはできるんですかね。  

○坂口委員長   

 部数は２，０００部ということになっているんですけども、ご希望

あったら、現在でも、これ、お配りさせていただいていますので、配布というか、窓口

来られたら配布しているという形になっています。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 同じく４４ページのふるさと納税のところですけども、先ほど報告もありま

したけども、５００万円を目指すというふうにおっしゃっていただいていますけど、今、

実績的にはどれぐらいで、どれぐらい伸ばそうというふうに考えておられるんですか。  

○坂口委員長   

 まず初めに、平成２７年度の実績を２月末で申しますと、約２６３

万円のご寄附がございました。これを倍以上に伸ばしていこうという目標で、平成２８

年度はいろいろな形で、お礼を充実したり、納付環境を充実したり、そういった形で、

とりあえずは５００万円を目標に頑張っていこうとうふうに設定をさせていただいたと

ころでございます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 納付方法を電算化で対応するということですけども、その情報発信について

は、ホームページとか、それ以外、何かあるんですか。  

○坂口委員長   

 これまでのいわゆるＰＲ冊子、役場でつくったＰＲ冊子、それとホ

ームページ、さらにはふるさと納税のポータルサイトがございまして、各市町村のふる

さと納税、いろいろこういうのがやっていますよっていったポータルサイトがあるんで

すけども、そこにも載せていって、なおかついわゆるクレジット納付、そういったもの

も取り入れながら、いわゆるお礼の品を充実させてもらいますよと、なおかつ納付環境

のほうも充実させてもらいますよといった形で５００万円を目指すということでござい

ます。 

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 このふるさと納税については、どこも取り合いになってしまって、過熱をし

てきているような状況の中で、以前、ふるさと納税についての考え方は、そう過熱化す

るようなところにあえて飛び込んでいって、その競争に参加するような姿勢はないとい
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うことでおっしゃっていましたけども、一定やっぱり効果の得られるものについては、

こういう形でね、やっていくことは別に悪いことやというふうには思いませんけども、

やっぱり過熱しすぎないような形で、効果的に行っていただくことが望ましいかなとい

うふうに思いますので、お願いしておきます。  

ここで聞くのがいいのかどうかわからないんですけども、水質検査の業務委託ってい

うのが至るところで出てきているんですけども、西和衛生センターですね、の廃止に伴

うものかなというふうに思うんですけども、純粋に全部足すと結構な金額になるかなと

思うんですけど、費用的には、以前は廃止するほうが、廃止しても、各自でやっていっ

ても、費用的には安くつくっていうふうにおっしゃったと思うんですけども、そこのと

ころがちょっと疑問に思ったんですけども。当然、水質検査自体は保持していかなけれ

ばいけないとは思いますけども、ここに出てきていますので、ちょっとお尋ねしたいん

ですけど。  

○坂口委員長   

 質問議員おっしゃっていますように、西和衛生試験センターの廃止

に伴うもので、各施設において、水質検査が必要なところは予算計上させていただきま

した。いわゆる今まで一部事務組合でやっているのと、新たに廃止されたのでどこかに

委託っていう関係なんですけども、約２００万円程度安くなるというふうに、今のとこ

ろは試算しているところでございます。以上です。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 はい、わかりました。水質検査自体は先ほど申しあげましたように大切なこ

となので、これはきちんとやっぱりやっていただく必要があると思いますので、お願い

しておきます。  

そうしましたら、続きましてですね、４６ページの企画費のところで、先ほどちょっ

と説明なかったんですけども、８の報償費の参与謝金っていうところで５５万７，００

０円計上されているんですけども、これは何なんでしょうか。  

○坂口委員長   

 これにつきましては、まち・ひと・しごと総合戦略の中で、内閣府

の人材派遣を活用しまして、現在、大阪市立大学の先生なんですけども、週１回、来て

いただいています。引き続きまして、２年目に当たりますので、その分を計上させてい

ただいたということでございます。  

  平成２７年度につきましては、その費用は予算の範囲の中でやらせていただいている
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ところでございます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 国の制度の活用ということでしたら、国のほうからも費用、あるんですか。  

○坂口委員長   

 これにつきましては、国のいわゆる支援というのはございません。

あくまでも町単独事業というか、町費で払わなければならないものというふうに国のほ

うはおっしゃっています。  

また、これにつきましては、総務委員会のほうで既にご説明させていただいた参与の

部分を、２年目として引き続き来ていただくというふうになっております。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 わかりました。  

  そうしましたら、次に、予算書の４８ページですけども、いかるがホールのホワイエ

の設備改良工事ですね、先ほど説明の中でも、音響のことで触れていただいていたかと

思うんですけども、非常にやっぱり、ホワイエで音を聞くのに聞こえないという声があ

ったので、そういう音響の改善をされるんですか。  

○坂口委員長  小城町長。  

〇小城町長 これはあくまでもいかるがホールの関係で、昨年度、音響はやりましたけど

も、ホワイエそのものについては、もう床がああいう状況ですから張り替えると、もう

３０年ですから。そしてまた、窓ガラスが外から見えますから、そういう点には見えな

いような、そういう処置もしていきたいということで、今、考えておるわけでございま

す。 

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 今、町長、去年、音響についてはされたというふうにおっしゃいましたけど

も、先日ですね、私の知り合いの団体の方が、大ホールをお借りして講演会されて、入

りきれなくてホワイエでも聞いていただいている状況の中で、音がやっぱり聞き取りに

くいっていう声が結構ありましたので、ちょっと１回、また状況を調査していただきた

いなというふうに思うんですけども。  

○坂口委員長  池田副町長。  

○池田副町長  大ホールでイベントをやっておって、それに入りきらない人がホワイエで

聞くと。当然、ホワイエというのは、他の人の雑音も入って、会話の声も聞こえますし、

聞き取りにくいのは当然でございますので。当然、大ホールの中で聞けるようにやって
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おりますので。あと、ホワイエについては、それを館内放送、いわゆる館内放送をやっ

ておる状況ですので、当然聞き取りにくいと。あと、それで、こっち側のホワイエ以外

の、外の図書館、こっちの待合所ありますわね、そのホワイエの扉の外の。そちらも当

然、人が多くなったら、当然声も聞こえますので、聞き取りにくいのは当然です。  

あと、うちはホワイエでする場合は、例えば夜のイブニングコンサートをやっており

ます。あれはホワイエでやっておりますので。このときには、ホワイエだけで演奏会を

やっておりますので、一度聞きに来ていただきたいんですけども、非常に聞き取りやす

くなっております。  

そのときの、やはり大ホールでやって、それを外に、館内放送で流している分は、そ

れ、例えば敬老会のときでも流しておりますけど、それはそんな非常に外が騒然として

おりませんので、聞き取りやすいです。やっぱりそのときの状況によると思いますので。

できたら、今、ホワイエのとき、再度繰り返しになりますけど、ホワイエのときで演奏

会するとき、やっておりますので、一度聞きに来ていただければ幸いでございます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 外が騒然としていたら、それは当然聞こえにくいでしょうけども、そういう

状況ではなかったかなというふうに思いますけど、館内放送だということで、もうこれ

以上はどうしようもないということですかね。そうしたら、結構です。  

そうしたら、続きましてですね、４９ページの交通安全対策費のところで、その他記

念品っていうのが。これ、違う。すみません。  

じゃあ、５０ページの防犯対策費のところですね、防犯灯新設工事で１００万円上げ

ていただいていますけども、この間、ＬＥＤへの切りかえ等については大分もう終わっ

ているのかなというふうに思いますけども、これ、新たに設置されるのは、灯数ってい

うんですかね、件数で言うと何件見込んでいて、どういう形のものになっているのか、

お尋ねします。  

○坂口委員長  加藤総務課長。  

〇加藤総務課長 町防犯灯の新設ということで、現在、学校関係から要望が出ております

斑鳩西幼稚園・小学校周辺でＬＥＤの防犯灯５灯を想定をしております。なお、こちら

につきましては、電柱等ございませんので、ポール等の工事も合わせて、全体で１００

万円予算計上をさせていただいております。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 以前、総務委員会でも尐し申しあげたんですけども、県道大和高田斑鳩線で
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すね、主に北側、北側っていう言い方があれですけども、万代から北側の部分について、

やっぱり暗いから防犯灯をつけてほしいということで住民の方から、以前からも要望が

あって、県のほうに対しても、県道なので県が設置してほしいということで要望したと

ころ、防犯灯は町の管理になるという回答があって、何とか県と連携してでもやっぱり

安全対策としてですね、設置していただきたいなというふうに申しあげてきたんですけ

ども、その後については、検討とかってされているんでしょうか。  

○坂口委員長  加藤総務課長。  

〇加藤総務課長 県道大和高田線の関係でございますけれども、現在も郡山土木と協議は

まだやっておるところでございます。町といたしましても、防犯灯自体につきましては

町という考え方がございますけれども、やはりその大和高田の全線を見据えた上での位

置づけっていうのを改めて郡山土木のほうで検討をしていただいておるという状況でご

ざいます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 当然県道でもありますので、県のほうとしてもやっぱり管理に責任持ってい

ただくというのと、やっぱり住民の皆さんの安全を守るという角度からも、やっぱり協

力はしていただきたいなというふうに思いますので、私のほうでもまた県に対しても要

望はしますけども、引き続き町のほうでも強く交渉していただいて、設置できるように

進めていっていただきたいないうふうに思います。  

予算書の５５ページのところですけども。コンビニ交付サービスは、違う。それなら、

とりあえずこれだけで。 

○坂口委員長  ほか、ございませんか。  

  小村委員。  

○小村委員 ４３ページなんですけれども、活動提案事業補助金なんですけど、これは、

この間からやっています協働のまちづくりの関係の計上でよろしいですかね。確認なん

ですけど。  

○坂口委員長  谷口総務課参事。  

〇谷口総務課参事  活動提案制度は、今おっしゃいましたとおり、協働のまちづくり活動

提案事業の補助金でございます。  

○坂口委員長  小村委員。  

○小村委員 僕もこの間活動提案事業見させてもらったんですけど、透明性があるように

ああいうふうに提案型でされたと思うんですけど、後に、どのような形でどれぐらいの
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額をみんな出してきているのかなっていう資料を見せてくださいって言ったときに、そ

れは見せられないという形だったので、それはやっぱり透明性という面で、税金を使う

わけですから、応募される方に、これは公表する資料ですよという形で応募いただいて、

その上で、僕らが見ても、住民の皆さんに質問を受けたときでも、これはこういう事業

で、協働のまちづくりで住民の皆さんにお手伝いいただいて、町政に対してすごく意味

のあることですと説明できるような形で行っていただきたいなと思います。ちょっと予

算とかかわるかどうかわからないですけど、その点ちょっと注意して、この税金をしっ

かり使っていただきたいなと思います。  

  その中で、この９０万の補助金なんですけど、大体どれぐらいの団体で、どれぐらい

の額を限度にということをされているのか。一度総務委員会に来たときとちょっと変わ

っているのかなっていうような印象を受けたので、もう一度ご答弁いただけますか。  

○坂口委員長  谷口総務課参事。  

〇谷口総務課参事  補助金９０万の額の件でございます。確かに、以前、総務委員会のと

きにこの要綱の説明をさせていただいたときに、予算ベースとして３０万を２団体程度

ということで想定しているというふうに申しあげていたかと思いますが、その後、さま

ざま、こういう提案制度の説明をいたしましたりとか、いろいろな団体さんの反響等を

見ていく中で、もうちょっと多いのかなというところで、３０万を３団体、９０万とい

うところで計上のほうをさせていただいたというところでございます。  

あと、戻りますけれども、最初おっしゃいました公表の関係でございますけれども、

来年度以降も引き続きこの事業をしていく中におきまして、プレゼンとかするときにお

きましては、いろいろなことを検討していきながら、当然、事前に、公表する資料とい

うところでのお話ということも必要になってくると思っておりますので、ご理解いただ

きたいと思います。  

○坂口委員長  小村委員。  

○小村委員 僕自身もその協働のまちづくり自体に対してはすごく賛同して、みんなでま

ちづくりをしていくっていうのがすごくいい取り組みだなと思う中で、やっぱりそのし

つらえをしっかりとしていかないと住民の理解も得られないのかなと思いますので、そ

の点、お願いしたいなと思います。  

  現在、もう既に応募していると思うんですけど、現在は何団体応募されて、どれぐら

いの額でこの９０万を計上しているのかっていう内訳を教えてください。  

○坂口委員長  谷口総務課参事。  
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〇谷口総務課参事  失礼いたしました。現在の状況でございますが、締め切りが過ぎまし

て、２月９日、委員おっしゃいましたように、選考委員会のほうをさせていただきまし

て、採択のほう、選考委員会のほうでも結果が出まして、通知のほうを先週末にさせて

いただいた状況でございます。 

  団体といたしましては１２団体から１２事業が提案されたうち、１１事業を採択させ

ていただいております。それぞれの事業、補助金、予算ですね、予算書を出していただ

いた中で見ていきますと、おおむね９０万程度、予算ベースでいけるのかなというとこ

ろでございます。ただ、事業費につきましては、各団体さんと今後協議をしていく中で、

補助金額というのはもっと詰めていきたいというふうには考えております。以上です。  

○坂口委員長  小村委員。  

○小村委員 では、続いての質問に移ります。  

  ４４ページの、先ほど木澤委員さんのほうからご質問あったと思うんですけど、町制

７０周年の記念誌作成業務なんですけど、２，０００部発行予定で５０万計上されてい

るっていうことなんですけど、１部当たり２５０円になっていると思うんです、計算上。

そうなると、結構高いのかなというような思いがあるんですけど、これはどういった形

でこの額、５０万が出ているんでしょうか。  

○坂口委員長   

 この５０万につきましては、予算書で申しますと平成２９年度にも

５０万で、いわゆる債務負担行為組ませていただいて、１００万というベースでやらせ

ていただこうかなと思っております。そうしますと１００万ですから、１冊当たり５０

０円とはなるんですけれども、何分写真であったり、視覚に訴えるものを取り入れてま

いりましたフルカラーの部分でつくっていきたいということで、６０年のつくらせてい

ただいた実績の部分で今回も積算をもとにさせていただいていますので、実際にはその

程度でいけるのかなというふうに考えているところでございます。  

○坂口委員長  小村委員。  

○小村委員 大体何ページでどれぐらいの折物を想定されているのか。僕もちょっと自分

の事業とかでつくるときの額とちょっとかけ離れているのかなっていう思いがあるので。  

○坂口委員長   

 前回、６０周年は１２ページのフルカラーでいかせていただいたの

で、今回もその程度にはなるのかなというふうに考えています。  

○坂口委員長  小村委員。  
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○小村委員 これは入札とかになるんですよね。その点でまた入札、どんな形になってい

るのかっていうのを見させてもらいたいと思います。  

  ４６ページなんですけど、ちょっと素朴な疑問なのでちょっと申しわけないんですけ

ど、財政調整基金って、取り崩しているのに積立金も入れるんですね。  

○坂口委員長   

 現時点、まだ取り崩してはおりません。ただ、その基金、運用して

おりますので、その分は、積み立てていくという基金になっておりますので、その分は

積み立てているということです。  

○坂口委員長  小村委員。  

○小村委員 あと、最後になるんですけど、僕自身はですね、先ほど木澤委員さん言って

はった危機管理顧問なんですけど、僕自身は評価しているところです。これからいろい

ろな、副町長答弁された問題が起こることも想定できますので、僕自身は必要なものな

のかなと思っております。以上です。  

○坂口委員長  奥村委員。  

○奥村委員 ４１ページのコミュニティバスへの関連質問なんですけれども、先日、奈良

の方が大阪で運転中に心臓の病気とかあってたくさんの方を巻き込まれての事故があっ

たんですけども、この運転手さんの健康管理と言いますか、健康診断等はどういうよう

に行われているのか、教えていただきたいと思うんですが。  

○坂口委員長  谷口総務課参事。  

〇谷口総務課参事  このコミュニティバスの運行につきましては、現在、エヌシーバスの

ほうに運行も含め全て委託をしている状況でございますので、エヌシーバスの会社のほ

うできちっと、健康診断でありますとか、日々の点検、業務前の聞き取りですね、そう

いったものをきちっとされていると、そういう管理はきちっとされているというふうに

認識しております。  

○坂口委員長  奥村委員。  

○奥村委員 それともう１つ関連するところなんですけれども、去年質問をさせていただ

いたんですけども、これからまたバスが実証運行等新しい体制になっていくわけですけ

れども、住民の方から、運行表をわかりやすく、見やすく、時間にしても、行程にして

も、もう尐しわかりやすくしてほしいというご要望がございましたんですけれども、そ

のあたりの今後の方向性はいかがでしょうか。  

○坂口委員長  谷口総務課参事。  
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〇谷口総務課参事  以前もおっしゃっていただきました、バス停の表示でございます。こ

れにつきましては、実際、今、現段階でですね、今、既存のバス停のほうの更新作業と

いうのをやっておりまして、新たに実証運行が始まる段階で、その時点での時刻表に差

しかえるということで、今、整備のほうを進めております。十分、今、委員おっしゃい

ましたように、見やすい表示ということで、今、心がけて業者と詰めを行っているとい

うところでございます。 

○坂口委員長  よろしいですか。  

平川委員。  

○平川委員 ４７ページですけれども、女性の総合相談事業委託料というんですけれども、

これはどういうことをされているのかっていうことと、若干ですけれども減額されてい

るんですけれども、その理由をお伺いできますか。  

○坂口委員長   

 これにつきましては、継続して実施させていただいております女性

の総合相談ということで、悩み事とか、そういった部分の、いわゆる解決のきっかけづ

くりですね、それと、各専門の連携機関、そういったものへの橋渡し、そういった形で

やらせていただいている部分でございます。  

  若干委託料が減っているのは、予算に関する見積もりを徴収しましたところ、値段の

ほうが下がって出てきましたので、３，０００円程度安くなっているというところでご

ざいます。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 これは、ＤＶとか、そういう相談を受けておられるんですか。  

○坂口委員長   

 ＤＶもそうですし、いわゆる子どもとの不和であったり、また、金

銭的なものであったり、総合的に女性の方が悩んでおられることを聞きとって、そうい

ったものの糸口とするというような形の相談事業でございます。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 わかりました。ありがとうございます。  

  それと、同じく４７ページの町制７０周年のあゆみ製作業務委託料でとっているんで

すけれども、このＮＨＫとの共催の事業というのは、そういうソフトをつくるっていう

ことなのか、何かイベントのようなものを予定されているのか、そのあたりはどうなん

でしょうか。  
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○坂口委員長   

 まず初めに、ＮＨＫとの共催事業ですけども、これは毎年度ＮＨＫ

と共催していかるがホールのほうでやらせていただいている、いわゆる委託事業、財団

からしますと受託授業、それをＮＨＫさんと一緒に何かの事業をやっていこうというも

ので、それは別の事業で５０万と。  

次に、町制７０周年のあゆみなんですけども、これにつきましては、映像資料をつく

っていこうということで、平成２８年度は１９０万円を計上させていただいているとい

うことなので、これとこれは別の事業と。すみません。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 ということは、特定のところに委託をすることが前提というわけではないと

いうことですね。  

○坂口委員長  

 あゆみのほうですかね。これにつきましても、いわゆるプロポーザ

ルであるとか、そういったもので、今後、業者さんを決めていこうというふうに考えて

おります。  

○坂口委員長  よろしいですか。  

ほか、ございませんか。 

小林委員。  

○小林委員 ４６ページの１５節、本庁舎の空調設備の更新工事ですけれども、平成２５

年にも３，０００万ぐらいとられて、それで今回もされるということで、これで一応本

庁舎の空調設備は完了でいいのかなという確認と、また、ヒートポンプチラー、これ、

今の、どういう設備を導入されているか知らないんですけども、新しくされることによ

ってランニングコストはどれぐらい軽減されるのか、また、ＣＯ２の削減はどれぐらい

なのか、ちょっと参考に教えていただきたいと思います。  

○坂口委員長   

 小林委員おっしゃいますとおり、この事業をもちまして、役場庁舎

の空調設備の更新は完了いたします。現在、まだ仕様のほうは固まっていないんですけ

れども、今後固めていくつもりなんですけれども、ＣＯ２の削減、いわゆる環境に配慮

したもの、そして、できる限りランニングコストを安くしたものということを大前提と

いたしまして、今後、使用する仕様を固めていく中で、競争原理を働かせて、どういっ

た形になるかわからないんですけども、指名競争入札になるのか、またはこの前エレベ
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ーターでやらせていただいた、いわゆる現説をしまして、こう、こう、こういう仕様で

ここまでやってくださいよといった形になるのかどうかわからないんですけども、可能

な限り現在の、いわゆるメンテナンスコストですね、そういったものを軽減させていく

というふうな形で進めさせていただきます。以上です。  

  以上です。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 私、こっちの見やすいので、予算の概要のページで言わせていただきます。１

２ページの下の、これ、皆さん質問されたコミュニティバスなんですが、ちょっと私も

一度、１周乗ってみたんですが、やっぱりおりたり、乗ったりされている方がおられる

んですね。まあ言うたら、役場でおりて、またいかるがホールでおりてというような感

じ。また、総務委員会では、観光に来られたお客さんも乗ってもらおうというような形

で考えている、となってくると、これ、有料になってくると、毎回、１００円でしたか、

払っていただくと。これ、やっぱり非常に短い距離の場合もあるし、ほかの観光のお客

さんであれば、寺とか、またこっちのほうの竜田公園とか、そっちのほうとか、いろい

ろあると思うんです。このあたり、何か考えいうのを、ちょっと考えておられるか、お

聞きしたいんですが。  

○坂口委員長  小城町長。  

〇小城町長 この関係等については、最初から１００円ということで設定をしております

ので、どういう動向ですね、お客さんの動向を見て、これから１年、あるいは１年、２

年ほど見てですね、そういうことをやっぱり、今、ところによっては結局１日乗っても

１００円というところもございますから、そういうことも視野に入れながらですね、ま

ずはやっぱり１００円でどういう状況の流れがなるのか、そういうことを見させていた

だいて、それから進めていきたいと思います。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 おっしゃるように、動向を見ていただいて、いろいろな方が乗りやすいような

形に考えていっていただきたいというように思います。  

  続きまして、同じくこの予算の概要でいかせていただきます。参加と協働のまちづく

り、これも今、他の委員から質問が出ていたところなんですけど、これ、実際のところ、

１つお聞きしたいのは、この補助ですねんけど、続けてそれをやっていかれるんだと思

います。そのときに、まあ言えば１回限りの補助か、それとも続けての、ずっと継続し

て、活動されるのに対してずっと補助を考えておられるか、そのあたりからお願いしま
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す。 

○坂口委員長  谷口総務課参事。  

〇谷口総務課参事  この協働のまちづくり活動提案事業補助金交付要綱というのを定めて

おりまして、その要綱の中でですね、事業年度は単年度とすると。ただし、町長が必要

と認める場合は、毎年度審査を経て３年を限度に事業を継続できるというふうに定めて

おります。こういったことから、毎年度、書類というのは出していただく必要はござい

ますけれども、その状況に応じて、審査を経まして、３年を限度に補助というのは続け

ていきたいというふうに考えております。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 なるほど。初め３年間、そういう形で応援させてもうて、そして、軌道に乗っ

ていただくっちゅうような考え方でおられるというように思います。  

これ、ちょっと今、もう審査のその辺の、審査の結果を送付したというのを聞いたの

ですが、具体的に、全部ざらざらとでなくても、具体的にちょっとどんなことを考えて

はるのか、ちょっと教えてもらえませんやろか。  

○坂口委員長  谷口総務課参事。  

〇谷口総務課参事  先ほどもほかの委員の質問に言いました、１１事業が事業採択された

というふうにご説明させていただいたところですけれども、その１１事業の内容でござ

いますが、まず、農・食の分野というところから、食を通じた世代間交流事業等３事業、

それから環境・景観分野というところで、完熟堆肥の活用・推進事業等３事業、それか

ら福祉・健康分野といたしまして、高齢者世帯手助け等交流事業等の３事業、また、子

育て支援として、子どもたちの居場所づくりとしてこども食堂を開店したいという提案

もありまして、そういった事業、さらに、斑鳩という町名の由来となったと言われてい

るイカルの広報活動事業というのもございまして、これらを含めまして、全てで１１事

業というところになっております。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 いろいろな分野から、こう、うまく、バランスよう応募してくれはってんなと、

今、聞かせていただいて、偏らずにというように思います。そのあたりで、今後、うま

く活動していただくことを思います。  

  そして、続きまして、この下の住民活動センター、これ、生き生きプラザ内でやられ

るというようにここに書いていますねんけど、そんな場所ありまんのかな。  

○坂口委員長  小城町長。  
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〇小城町長 場所的には、今、社会福祉協議会があります隣のところに部屋があります。

そこが別に使いませんから、そこを使ってほしいということでお願いしております。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 １つの拠点として、そこで事務とか、いろいろされるんやと思います。だから、

また人が集まるときは、多分２階の会議室とか、その辺使ってやっていかれるんだろう

なということなんですけど、これは、もし住民のほうから連絡しようと思えば、単独の

電話みたいな形で考えておられるのか、どこか受け付けを回していくのか、そのあたり、

どうなんですかね。  

○坂口委員長  谷口総務課参事。  

〇谷口総務課参事  電話についてでございますが、生き生きプラザの構造上、新たに電話

回線を引くということができないと。と申しますのは、先ほど町長が申しました会議室

のほうには、もともと内線電話はございます。  

ちょっと説明がおくれましたが、もともと情報コーナーというものが、２７年１月よ

り総合案内を曲がったところ、社協へ行くまでのカウンターのところですね、そこで情

報コーナーというのを設けておりまして、協働のまちづくりのコアメンバーの方が、こ

れまでも週１回、常駐しておりました。そのコーナーを発展させる形で、そこに情報住

民活動センターの窓口という形を想定しているんですけれども、そこには電話は引けな

いということで聞いております。ただ、先ほどおっしゃった会議室のほうには、内線電

話がございます。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 ということは、行かな連絡がとれへんちゅうか、ちょっとわかりにくかったん

ですけど。それか、何か内線、何か回してくれるの、どないなるんかな、もう一度お願

いします、すみません。 

○坂口委員長  谷口総務課参事。  

〇谷口総務課参事  先ほど申しました、現在あります情報コーナーの場所ですね、そこに

常駐する職員のところに電話がかかった場合には、生き生きプラザの外線電話、代表電

話ですね、そこから近い場所に職員おりますので、十分そこで対応はできると考えてお

ります。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 今ちょっと、協働のまちづくりのことで質問をしていただいたので関連なん

ですけれども、今、公民館などを使用するときに、社会教育関係で登録されている方は
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公民館の使用が半額になったりとか、あと、社協のほうに登録されているかたも町の施

設が半額で使用できたりっていう形になっていると思うんですけれども、今後、今回の

協働の採択された団体は、そういう町の施設の使用ですとか、そういう部分については、

どういうふうにお考えなんでしょうか。  

○坂口委員長  谷口総務課参事。  

〇谷口総務課参事  施設の減免制度についてでございます。おっしゃいますとおり、今現

在は、自治会等の公共的団体というところで定めている施設、減免制度をですね、定め

ている施設が多いかと思うんですが、今後、こういった点につきましては、施設の管理

者と十分検討してまいりたいというふうに考えております。  

○坂口委員長  よろしいですか。  

木澤委員。  

○木澤委員 ちょっと要望だけさせていただきたいんですけども、この予算の概要の資料

をつくっていただくのに、今、当初予算に計上せずに国の交付金で対応すると言うて、

実際に費用が載ってこない部分があるんですけども、今年度もそうした、次年度ですね、

交付金対応されている部分っていうのは、また次年度見たときに、前年度がゼロになっ

てしまっていたりするので、できたら前年度は交付金でいくらで対応しましたよという

ふうに記入していただけるとありがたいんですけども、それはいけますかね  

○坂口委員長  池田副町長。  

〇池田副町長  非常に、今年度予算につきましては、議員の皆さまには、補正予算には計

上しておりますけども、この概要説明を見て、今、３月補正ですので、全額繰越になり

ますので、全体的に見てもらうために、これについては２７年度補正で交付金措置をし

て、補正対応しております。こういう書き方をさせていただいておりますけども、来年

度、２９年度予算のときに、この新たな事業概要がございます。ありますわね。それで、

もうなくなった事業もございます。なくなった事業については書きようもないので、そ

れについては非常に難しいと思います。ただ、２９年度予算するときに、また２８年度

予算で交付金対応、また国が補正して、新たな交付金を使って、１２月補正するかもわ

かりませんので、それについては当然、説明しやすいように書いていきますけども、過

去の分について、新たに２９年度に予算の概要説明に書いていくということはございま

せん。 

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 別に詳しいに今年度と。だから新年度の分についてはそういう対応しますよ
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というて説明も含めて書いてくれていますけども、そうやなしに、２７年度のその金額

ゼロ円ってなっている横に、括弧でですね、例えば国の交付金で対応しましたという一

言を書いておいてもらえると。  

○坂口委員長  池田副町長。  

○池田副町長  説明のときに書いてあるんですけども。説明書きのときに２７年度補正、

例えば２０ページですけど、門前サミットがございますけども、２０ページの２つ目に

門前サミットがございます。説明の中に、これについてはゼロ円ですけども、２７年度

補正予算として４００万円を計上いたしておりますと、こういう説明書きは入れさせて

いただいておるんです。 

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 それ、全部書いていただいていますかね。  

○坂口委員長  池田副町長。  

○池田副町長  はい、全部に書いております。書いています。書いていないところあった

ら、もし、言っていただいたら。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 そうしましたら、私がちゃんと見られていなかったのかなということで、も

う１回確認いたします。 

○坂口委員長  よろしいですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○坂口委員長  ないようですので、これをもって、第２款  総務費に対する質疑を終結い

たします。  

次に、第８款  消防費について、説明を求めます。 

植村総務部長。  

○植村総務部長 それでは、第８款  消防費について、順に説明申しあげます。座って説

明させていただきます。 

まず、一般会計予算書の１３ページをお開きいただきたいと思います。第８款  消防

費につきましては、新年度は、総額３億８，８７２万５，０００円を計上いたしており

まして、前年度と比較いたしまして、３，１０８万８，０００円、８．７％の増額とな

っております。  

それでは、消防費に係ります各科目をご説明を申しあげます。  

一般会計予算書１０９ページをお願いしたいと思います。初めに、第１目の常備消防
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費でございます。奈良県広域消防組合の負担金として、新年度、３億６４３万８，００

０円を計上いたしたところでございます。  

次に、１０９ページから１１０ページの第２目  非常備消防費についてでございます。

新年度は、３，９６９万８，０００円を計上しておりまして、前年度と比較いたしまし

て、１，４４６万７，０００円、５７．３％の増額となっております。増額となった主

な要因でございますが、県防災行政通信ネットワークの再整備に取り組むためのもので

ございます。主な予算の内容は、消防団の運営などに要する費用となっております。  

町消防団の運営では、１０９ページの第１節  報酬におきまして、消防団員に係る報

酬１，１１１万７，０００円、また、１１０ページにかけての第１９節  負担金補助及

び交付金で、分団運営費など合わせまして５２４万７，０００円などを計上していると

ころでございます。  

次に、県防災行政通信ネットワークの再整備では、奈良県と市町村等との災害時の通

信ネットワーク機器の老朽化に伴いまして、奈良県と市町村等との共同で機器の更新を

行うための費用として、同じく第１９節  負担金補助及び交付金で１，６５１万９，０

００円を計上いたしているところでございます。  

次に、１１０ページから１１１ページの第３目  消防施設費についてでございまます。

新年度は、３，０８２万７，０００円を計上いたしておりまして、前年度と比較いたし

まして、２，０５０万５，０００円の増額となっております。増額となった主な要因で

ございますが、第３分団詰所の駐車場用地の購入費が増となっているためでございます。

予算の主な内容でございますが、消防施設の維持管理、消防施設整備の支援などに要す

る費用となっております。  

初めに、消防施設の維持管理では、第３分団詰所の駐車場用地の購入に係る費用とい

たしまして、１１０ページの第１３節  委託料のところで、登記業務等委託料で４０万

円、測量設計委託料といたしまして５０万円、１１１ページの第１７節  公有財産購入

費で１，９４０万円などを計上しているところでございます。  

次に、消防施設整備の支援では、自治会などが行います消火器具等の整備を行います

ため、第１９節 負担金補助及び交付金で３１０万９，０００円を計上しているところ

でございます。  

次に、第４目の水防費についてでございますが、水防出動等に要します費用といたし

まして、新年度、３０万３，０００円を計上いたしております。  

次に、第５目の災害対策費についてでございます。新年度は、１，１４５万９，００
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０円を計上しておりまして、前年度と比較いたしまして、２７６万１，０００円、１９．

４％の減額となっております。主な予算の内容につきましては、災害物資の備蓄、避難

所施設の充実、自主防災組織の支援などに要する費用でございます。  

初めに、災害物資の備蓄では、消費期限が到来する非常食の更新、敷マットや避難所

における簡易間仕切りの備蓄のほかに、新たに、女性に配慮した備蓄品として生理用品

の購入に要する費用といたしまして、１１１ページの第１１節  需用費の消耗品費のう

ち５００万円を計上いたしたところでございます。  

次に、避難所施設の充実では、役場本庁舎と各避難所との情報通信手段の確保のため、

各施設にデジタル無線機を配備することといたしまして、その購入に要する費用といた

しまして、第１８節 備品購入費で２６２万４，０００円を計上いたしたところでござ

います。  

次に、自主防災組織の支援では、自主防災組織の設立・活動に対します助成に要する

費用といたしまして、第１９節  負担金補助及び交付金で、自主防災組織補助金といた

しまして１９２万円を計上いたしたところでございます。 

以上で、第８款 消防費につきましての説明とさせていただきます。よろしくご審議

賜りますよう、お願い申しあげます。  

○坂口委員長  説明が終わりましたので、第８款  消防費について、質疑をお受けいたし

ます。 

  木澤委員。  

○木澤委員 予算書の１０９ページの広域消防の組合負担金ですけども、言うているよう

に減額になったんですけども、その説明っていうんですかね、お願いできますか。  

○坂口委員長  加藤総務課長。  

○加藤総務課長 広域消防の負担金の関係ですけれども、対前年度比で１１０万８，００

０円減額となっております。実際、この中では、通信指令の関係とかを整備していただ

いた分の償還が今年度から始まっております。その償還に関係するところで、費用とし

ては、斑鳩町の負担分としては、約６５０万程度、その償還に係る分で負担金というの

がふえているんですけれども、ただ、その負担金の中にも、これ、緊減債、緊急防災・

減災事業債のほう使っていますので、その交付税算入として町のほうに７０％交付され

てきますので、実質的な負担というのは１１０万ちょっとになりますので、それを差し

引きしていきますと、実質的な対前年度から６４５万程度減額となっているという状況

になっております。以上でございます。  
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○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 これ、消防のデジタル化の関係と関係あるんですか。  

○坂口委員長  加藤総務課長。  

○加藤総務課長 おっしゃるとおりデジタル化の関係で、その分の償還が今年度から始ま

ってきていますので、その分を上積みした額で、なおかつ、表面上は１１０万８，００

０円減額になっているという状況でございます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 償還というふうにおっしゃっていただきましたけど、もともとあれ、積み立

てをしていましたよね。西和地域で５億なんぼかやったと思うんですけども、あれで賄

えるものではなかったんですかね。  

○坂口委員長  加藤総務課長。  

○加藤総務課長 以前の西和消防組合で積み立てされていた金額につきましては、解散時

にそれぞれ７町で清算を行っておりますので、その分についてはこちらには入っており

ません。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 はい、わかりました。  

そうしたら、続きましてですね、１１０ページの県防災行政通信ネットワークの整備

負担金なんですけども、老朽化に伴ってということで新たに整備されるということです

けども、具体的にはどういう形になるんでしょう。  

○坂口委員長  加藤総務課長。  

○加藤総務課長 基本的には、機器の老朽化ということでございます。ただ、この老朽化

の機器の更新に合わせまして、まず、通信機能というものを強化をしていきます。特に

地上系の関係で、今、県の大和路ハイウェイというのがございますので、こちらのほう、

容量的にかなり大容量のものの情報が伝達可能ですので、そちらのほうの回線を１つふ

やしていくと。あと、無線系の情報のやりとりにつきましても、従来の衛星の無線系に

加えまして、衛星電話の関係の回線も加えますので、そういった情報の伝達の二重化、

三重化っていうのを図っていきます。それと、あと、これまでそれぞれ市町村の情報発

信等をファックス等で県と関係機関とのやりとりを行っておりましたけれども、そうい

った関係につきましても、基本的にはデータのやりとりを行いまして、それを住民の皆

さんに見ていただけるような、県民のポータルサイトというのを設けていきますので、

そちらのほうに、避難情報の伝達であったり、避難所の運営状況であったり、河川の今
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の水位の状況であったり、そういうのを見ていただけるようなポータルサイトを設けて

いくということを予定しております。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 それをこれから整備をしていくということで、今の時点ではまだないんです

ね、ポータルサイト。  

○坂口委員長  加藤総務課長。  

○加藤総務課長 この事業、平成２８年度で整備のほう予定しておりますので、平成２９

年度以降は見ていただけるような形で予定をしております。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 わかりました。  

そうしましたら、次にですね、１１１ページの消防施設整備事業補助金なんですけど

も、これ、金額が上がっているんですけども、自治会なんかのいろいろ消防の備品です

ね、以前から盗難が発生していて、それに対応する形で新たに補助も出したりとかして

きていますけども、今、状況としてはどうなっているんでしょうかね。金額がふえてい

るのはどういうことなんですかね。  

○坂口委員長  加藤総務課長。  

○加藤総務課長 金額のふえている関係につきましては、それぞれ毎年度、自治会のほう

に要望をお聞きさせていただいて、その内容でふえておるという状況でございます。特

に新年度におきましては、可搬式のポンプというのが、大体これ、７０万程度しますけ

ども、そういったものが新たに自治会要望等入ってきているところでございますので、

金額的には大きくなってきております。  

あと、盗難の関係につきましては、今年度、１２月ぐらいまでは５０団体ほどの盗難

のほう、受け付けをさせていただいておりますけれども、現状としてはやや落ち着いて

いる状況でございます。以上です。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 すみません、ちょっとわかったら教えてほしいんですけども、今、設置して

いる箇所数っていうんですかね、盗難５０件受け付けされたっていうことですけども、

そうすると、まだしんちゅうの筒先ですかね、あれはかなり残っているっていう状況で

すかね。  

○坂口委員長  加藤総務課長。  

○加藤総務課長 全体の、今、設置している箇所につきましては、ほぼ、今の消火栓が約
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６００か所ございますので、それに準じた形で格納箱等の設置をしていただいておりま

す。あと、個別の今のしんちゅうの筒先が、今、何本かっていうのは、ちょっと把握で

きておりませんので、よろしくお願いいたします。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 わかりました、結構です。  

そうしましたら、次にですね、同じく１１１ページの気象観測情報利用料で１９万５，

０００円上げていただいていますけども、これ、新たに計上されているんですけども、

これの説明、お願いします。  

○坂口委員長  加藤総務課長。  

○加藤総務課長 今のこの観測の関係でございますけれども、斑鳩町役場にそういった観

測装置を１台設置を予定をしております。観測する中身については、気温ですとか、気

圧ですとか、風向、雤量等々、大体７項目程度観測を予定をしております。こちらの観

測したデータにつきましては大体１分程度で更新をできますので、そういった情報につ

きましても住民の方に一般に見ていただけるような形で公開も予定をしておるというと

ころでございます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 先ほど、県との防災通信ネットワークについてはポータルサイトで公開する

っていうことでしたけども、今のその町独自の気象観測のやつについても、そのポータ

ルサイトとリンクしてっていう形になるのか、それかアプリなんかでとか、どういう形

になるんでしょうか。  

○坂口委員長  加藤総務課長。  

○加藤総務課長 先ほどのネットワークの関係につきましては、県の統一的な県民のポー

タルサイトというところが設置される予定ですので、そちらのほうで見ていただける予

定をしております。それと、今回、この町で単独でする分につきましては、町のホーム

ページのほうにリンクを張らせていただいて、そちらのほうから見ていただけるように

今現在考えております。 

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 はい、わかりました。  

そうしたら、もう１点だけ、地域防災計画の見直しですけども、この間ずっと、県と

の整合性を図るということで、まだ最終確認がとれていないんですけども、それは今ど

んな状況なんでしょう。 
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○坂口委員長  加藤総務課長。  

○加藤総務課長 防災計画でございます。それぞれ今、先進地等他団体のも含めて、今、

１個、１個精査をさせていただいている状況でございますので、来年度をめどに最終的

には取りまとめのほうさせていただきたいというふうに思っております。個々、法令等、

以前もお話をさせていただきましたけども、法令等の改正等、毎年行われておるという

状況でございますので、１つ、１つ精査をさせていただいているという状況でございま

すので、ご理解をいただきたいと思います。  

○坂口委員長  ほか、ございませんか。  

奥村委員。  

○奥村委員 恐れ入ります、１１１ページの自動体外式除細動器使用料なんですけれども、

これは、１台で年間ということでしょうか、それとも何台かリースされてこの、という

ことでしょうか。  

○坂口委員長  加藤総務課長  

○加藤総務課長 こちらの関係につきましては、１台の金額でございます。場所につきま

しては、消防コミュニティセンターのほうに取り付けをさせていただいているものでご

ざいます。  

○坂口委員長  ほか、ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○坂口委員長  ないようですので、これをもって、第８款消防費に対する質疑を終結いた

します。  

次に、第１０款災害復旧費、第１１款公債費、第１２款予備費について、あわせて説

明を求めます。  

植村総務部長。  

○植村総務部長 それでは、第１０款 災害復旧費、第１１款  公債費及び第１２款  予

備費につきまして、あわせて説明申しあげます。座って説明をさせていただきます。  

初めに、第１０款  災害復旧費についてでございます。予算書の１４０ページから１

４１ページでございます。第１０款  災害復旧費では、災害の発生に伴い、早急に各施

設の災害復旧に対応できるよう、名目といたしまして１，０００円をそれぞれの費目に

計上いたしましたところでございます。  

続きまして、１４１ページの第１１款  公債費についてでございます。まず、第１目

の元金についてでございます。新年度は、７億１，９３３万６，０００円を計上いたし
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ております。前年度と比較いたしまして、１，５２６万円、２．１％の減額となってお

ります。次に、第２目の利子では、新年度は、１億２，０３８万８，０００円を計上い

たしておりまして、前年度と比較いたしまして、７９１万２，０００円、６．２％の減

額となっております。町債の活用につきましては、世代間の負担の公平性を考慮しなが

ら、本町の行政課題を克服していくためには、建設地方債を初め、特例債である臨時財

政対策債の活用もやむを得ないものと考えておりますが、ただ、後の年度に確実に財政

負担が生じることから、可能な限り借入金の縮減に努めるなど慎重に対応してまいりた

いと考えております。  

最後に、１４２ページの第１２款  予備費についてでございますが、不時の支出に備

えるため、５，０００万円を計上いたしたところでございます。  

以上で、第１０款  災害復旧費、第１１款 公債費及び第１２款 予備費につきまし

ての説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申しあげます。  

○坂口委員長  説明が終わりましたので、第１０款  災害復旧費、第１１款 公債費、第

１２款 予備費について、質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○坂口委員長  ないようですので、これをもって、第１０款  災害復旧費、第１１款  公

債費、第１２款 予備費に対する質疑を終結いたします。  

これをもって、総務部・会計室所管に係る予算についての審査を終わります。  

１３時まで休憩いたします。  

（午前１１時５３分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

○坂口委員長  再開いたします。  

それでは、住民生活部所管に係る予算審査を行います。  

まず初めに、一般会計歳出の第２款  総務費について、説明を求めます。  

乾住民生活部長。  

○乾住民生活部長  それでは、第２款 総務費のうち、住民生活部が所管いたします予算

の概要につきまして、説明を申しあげます。失礼して、座って説明させていただきます。  

一般会計予算書の４２ページをお開きいただきたいと思います。第２款  総務費、第

１項 総務管理費、第１目 一般管理費のうち、第１３節  委託料において、住民課所

管の無料法律相談委託料として、その必要経費１４１万５，０００円を計上しておりま

す。 
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次に、４９ページでございます。４９ページの第８目  交通安全対策費でございます。

このうち、自転車等の放置防止に関する事業につきまして、環境対策課で所管しており

ますが、その予算額につきましては、第１１節  需用費のうち８，０００円、第１３節  

委託料４８万６，０００円、合わせて４９万４，０００円を計上しております。  

  次に、５０ページでございます。第９目  自転車等駐車場運営費でございます。新年

度は、１，１８０万３，０００円を計上しております。前年度と比較して、９，０００

円、０．１％の減となっております。  

  次に、５５ページから５６ページでございます。５５ページの第３項  戸籍住民基本

台帳費についてでございます。第１目の戸籍住民基本台帳費で、新年度は、８，９５７

万３，０００円を計上しており、前年度と比較して、２，６５１万８，０００円、４２．

１％の増となっております。個人番号カードを利用して全国のコンビニエンスストアに

設置されているマルチコピー機から住民票等の証明書を取得することができるコンビニ

交付サービスを導入することとし、その導入委託料として４，２６８万２，０００円を

計上しております。また、住民基本台帳システムや戸籍システム等の機器の委託料や電

算ソフト等の使用料などのほか、個人番号付番や個人番号カード交付等を行うに当たり、

関連事務を地方公共団体情報システム機構に委任することから、その事務に必要な経費

として、同システム機構への交付金２５８万７，０００円を計上しております。  

 以上、第２款 総務費のうち、住民生活部の所管に係ります予算の説明とさせていた

だきます。よろしくご審議を賜りますよう、お願いを申しあげます。  

○坂口委員長  説明が終わりましたので、第２款  総務費について、質疑をお受けいたし

ます。 

  木澤委員。  

○木澤委員 予算書の４９ページの交通安全対策費ですけども、先ほどちょっと聞きまし

たけども、報償費のところでその他記念品というのが新たに計上されているんですけど

も、これは何の分でしょうか。  

（「違うねん」と呼ぶ者あり）  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 じゃあ、また次、違うところでします。  

そうしましたら、５５ページの戸籍住民基本台帳費のところですけども、コンビニ交

付サービスのシステム導入業務委託料で費用計上されていますけども、先日の厚生常任

委員会でも、新年度からこの導入をしたいということで報告があったんですけども、そ
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もそもこのマイナンバーシステムですね、まだまだ、スタートはしていますけども、い

ろいろ問題が起こってきているという状況の中で、私はこの間、慎重な取り組みが必要

だと、私自身は導入には反対していますけども、そうした姿勢を町に求めてきたつもり

でしたけども、これ、何で急いでこういうふうに導入をされるのか、ちょっと理解でき

ないんですけども、この辺のところ、説明してもらえますかね。  

○坂口委員長  安藤住民課長。  

○安藤住民課長 今ですね、木澤委員様からの質問に答えさせていただきます。平成２９

年７月までのサービス開始を目指しまして、平成２８年度予算にコンビニ交付サービス

導入予算を上程させていただいております。平成２９年７月までのサービス開始を目指

す理由が、主に２つございます。１つ目といたしましては、平成２７年７月の決算監査

におきまして、監査委員様より、公民館等の住民票等交付サービスについては、１枚当

たりの経費が高すぎると思われるので、機器のリース期間終了後は廃止に向けて検討さ

れたいとのご指摘をいただいており、サービスの再検討を行う中で、休日、時間外を問

わず全国どの店舗からも証明書を取得することができることから、より便利なサービス

としてコンビニ交付サービスを導入することとし、また、公民館等での住民票等の交付

に係るシステム機器更新が平成２９年度末でございますことから、これを平成２９年度

末に終了するためにも、平成２９年度中に新サービス開始が必要と考えたためでござい

ます。 

２点目でございます。平成２７年１０月に全国にマイナンバーの通知カードの送付が

始まりました。その中で、マイナンバーの通知カードと共に同封されましたパンフレッ

ト、これは、マイナンバーのお知らせ、個人番号カード交付申請のご案内といったパン

フレットだったわけでございますけれども、このパンフレットは、総務省と国で決めら

れましたパンフレットが全国どの市町村に住む皆さんにも同封されたわけでございます。

このパンフレットの中に、『とっても便利「コンビニ交付サービス」』として書かれて

おりますところに、こちらですね、個人番号カードのメリットとしまして、その１つと

いたしまして、コンビニなどで各種証明書の取得に使えますというようなことが書かれ

ております。ただし、これにつきましては、小さくですね、注意書きが書かれておりま

して、「現在、約１００市区町村がサービスを導入しており、導入市区町村の人口は、

約２，０００万人です。平成２８年度中に、導入市区町村は約３００に増加し、約６，

０００万人が利用できることとなる予定です。さらに、約５００の市区町村が導入を予

定しており、１億人を超える人が利用できることとなる見込みです。」、このようにで
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すね、国民の皆さんに知らされたわけでございます。  

このような中でですね、多くの市町村でコンビニ交付サービスの導入及び検討が一斉

に行われておる状況でございます。他市町村がサービスを導入することが進む中、斑鳩

町がこちらのほうを導入しないということになりますと、ほかの市町村にお住まいの住

民の方は、職場でお近くのコンビニで戸籍であったり、所得証明をとれるに反しまして、

斑鳩町の皆さんは、斑鳩町がサービスを始めないことに伴いましてそのサービスを受け

られないということになりますことから、こちらのサービスを導入することを決めたも

のでございます。以上でございます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 斑鳩町として、システムの切り替えに合わせた分もあって早期に導入をした

という、その理由についてはわかりましたけども、私はこの制度については導入自体に

反対をしているということで、ここでは町とは意見が合わないということで申しあげて

おきたいと思います。以上です。  

○坂口委員長  ほか、ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○坂口委員長  ないようですので、これをもって、第２款  総務費に対する質疑を終結い

たします。  

次に、第３款  民生費について、説明を求めます。  

乾住民生活部長。  

○乾住民生活部長  それでは、第３款 民生費につきましてご説明を申しあげます。民生

費につきましては、新年度は、３０億７，７８４万１，０００円を計上しております。

前年度予算額と比較して、２億３，２７３万９，０００円、８．２％の増となっており

ます。 

それでは、科目ごとにご説明を申しあげます。失礼して、座って説明させていただき

ます。 

予算書の６０ページから６１ページでございます。第１項  社会福祉費、第１目  社

会福祉総務費でございます。新年度は、４億１，０８３万６，０００円を計上しており

ます。前年度と比較して、１，７５９万５，０００円、４．５％の増となっております。

この目の主な内容は、職員に係る人件費のほか、社会福祉団体への補助金や国民健康保

険事業特別会計への繰出金でございます。６１ページの第２８節  繰出金では、国民健

康保険事業特別会計に対する繰出金として、制度上の負担割合に応じて支出する法定繰
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出金のほか、その他一般会計繰出金として、平成２５年度における介護納付金に係る赤

字分を支援する法定外繰出金１，５３４万３，０００円、合わせて２億６，０３４万６，

０００円を計上しております。  

次に、６２ページの第２目  国民年金事務取扱費でございます。新年度は、６６６万

１，０００円を計上しており、前年度と比較して、１０８万円、１４．０％の減となっ

ております。国からの委任を受けて行う国民年金業務に携わる職員の人件費などを計上

しているところでございます。  

次に、６２ページから６３ページにかけての第３目  老人福祉費でございます。新年

度は、７，３３９万円を計上しており、前年度と比較して、２３６万７，０００円、３．

３％の増となっております。この目の主な内容は、第１９節  負担金補助及び交付金で

は、三室園組合への負担金や老人クラブへの助成金などで３，７７９万円、第２０節  

扶助費では、老人福祉施設措置費として１，０２２万円、高齢者優待券交付費として１，

６３５万５，０００円、在宅ねたきり老人介護手当として４７０万円などを計上してお

ります。  

次に、６３ページから６４ページにかけましての第４目 老人憩の家運営費でござい

ます。新年度は、２，１３３万２，０００円を計上しており、前年度と比較して、３２

万４，０００円、１．５％の増となっております。老人憩の家の臨時職員の人件費のほ

か、施設の維持管理に必要な費用等を計上しております。  

次に、６４ページの第５目  医療対策費でございます。新年度は、１億８，８５６万

８，０００円を計上しております。前年度と比較して、３３２万９，０００円、１．

８％の増となっております。高齢者、子ども、障害のある人、ひとり親家庭などの対象

者に対して、医療費の自己負担分を助成し、経済的な負担の軽減と受診機会の確保に努

めております。子ども医療費の助成では、引き続き、その対象を中学生までとし、所得

制限、一部負担なしで実施するほか、他の医療費の助成についても、県の補助基準を拡

大して実施してまいります。なお、子ども医療費につきましては、県の補助対象が拡大

されますことから、歳入につきまして詳細が決まりましたならば、歳入の補正予算をさ

せていただきたいと考えております。  

次に、６５ページの第６目の人権対策費でございます。新年度は、６３万１，０００

円を計上しており、前年度と比較して、１０万６，０００円、２０．２％の増となって

おります。  

次に、６５ページから６８ページにかけましての第７目  障害福祉費でございます。
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新年度は、５億６，０９１万５，０００円を計上しております。前年度と比較して、７，

８４６万１，０００円、１６．３％の増となっております。新たな事業として、６７ペ

ージでございますが、第１３節  委託料におきまして、重度身体障害者入院時コミュニ

ケーション支援事業として７万５，０００円を計上しております。この目は、障害者総

合支援法に基づくサービスの給付が過半を占めており、６７ページから６８ページの第

２０節 扶助費で５億１，３２９万１，０００円を計上しております。この節では、生

活介護や施設入所支援などのサービス利用者に対する障害者介護給付・訓練等給付費で

４億３００万円、障害児福祉サービス給付費で４，５５０万円を計上しているほか、更

生医療、補装具や日常生活用具の給付、重度心身障害者等福祉年金、育成医療、福祉ホ

ーム利用支援費等を計上しております。  

次に、６８ページから６９ページにかけましての第８目  ふれあい交流センターいき

いきの里管理運営事業費であります。新年度は、３，７９６万５，０００円を計上して

おり、前年度と比較して、２５万６，０００円、０．７％の増となっております。ふれ

あい交流センターの臨時職員の人件費のほか、施設の維持管理に必要な費用等を計上し

ております。  

次に、７０ページでございます。第９目  介護保険事業繰出費でございます。新年度

は、３億５，８９６万４，０００円を計上しており、前年度と比較して、３，５２３万

７，０００円、９．８％の増となっております。介護保険の給付に係る町の法定負担分

の１２．５％に当たる介護給付費繰出金２億７，８００万５，０００円のほか、地域支

援事業費に係る町の法定負担分、職員の人件費や事務費の経費に係る費用及び介護保険

低所得者保険料軽減に係る繰出金を計上しております。  

  次に、７０ページから７１ページにかけましての第１０目  総合保健福祉会館管理運

営費でございます。新年度は、３，２８７万６，０００円を計上しており、前年度と比

較して、６９万円、２．６％の減となっております。  

次に、７１ページから７２ページにかけましての第１１目  後期高齢者医療費でござ

います。新年度は、３億３，５６２万８，０００円を計上しており、前年度と比較して、

２，５１１万６，０００円、８．１％の増となっております。後期高齢者医療制度の医

療給付に要する費用に係る町の法定負担分を奈良県後期高齢者医療広域連合に納付する

ほか、この制度に係る町の事務経費、広域連合の運営に係る経費の負担、そして低所得

者に対する保険料の軽減措置に係る補填分を後期高齢者医療特別会計に繰り出すものと

なっております。広域連合から示された療養給付費負担金の増が予算額の増額の要因と
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なっているものでございます。  

次に、７２ページでございます。第１２目の旧老人保健医療給付費であります。老人

保健特別会計につきましては、法令の規定によりまして平成２２年度をもって廃止され、

新たな医療の給付はございませんが、なお整理が必要なものと想定されることから、平

成２３年度以降は一般会計で執行しておりまして、新年度は、医療給付費や医療費支給

費などの費用に、前年度と同額の５，０００円を計上しております。  

続きまして、７２ページから７４ページにかけましての第２項  児童福祉費、第１目  

児童福祉総務費でございます。新年度は、４，００８万５，０００円を計上しており、

前年度と比較して、３５５万３，０００円、８．１％の減となっております。児童福祉

事務にかかわる職員の人件費と、保育所、学童保育、児童手当以外の事務や事業に係る

経費を計上しております。新年度では、子育て世帯への支援策として子育て応援アプリ

システムを導入するための費用として、７３ページの第１３節  委託料で６４８万円を

計上しております。  

次に、７４ページから７６ページにかけましての第２目  保育園費であります。新年

度は、３億８５１万８，０００円を計上しております。前年度と比較して、１，２５４

万１，０００円、３．９％の減となっております。この目では、保育士などの人件費を

含む町立保育所の運営に係る経費等を計上しております。  

次に、７６ページでございます。第３目の児童保育費であります。新年度は、１億９，

９２３万５，０００円を計上しております。前年度と比較して、９，０５４万４，００

０円、８３．３％の増となっております。町内及び町外の私立保育所の入所委託料とし

て１億９，５８１万５，０００円を計上するほか、町外の公立保育所入所委託料として

３０４万２，０００円、また、町外の認定こども園への入園を想定し、その委託料３７

万８，０００円を計上しております。  

次に、７７ページの第４目  学童保育運営費でございます。新年度は、２，６７２万

８，０００円を計上しており、前年度と比較して、１９３万５，０００円、７．８％の

増となっております。この目では、放課後児童対策として、学童保育室の臨時職員の人

件費のほか、施設の維持管理に必要な費用等を計上しております。  

次に、第５目  児童手当支給事業費であります。新年度は、４億７，５５０万２，０

００円を計上しており、前年度と比較して、４６６万７，０００円、１．０％の減とな

っております。  

最後に、７８ページでございますが、第３項  災害救助費であります。前年度と同額
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の２，０００円を計上しております。万一の災害の発生に備え、早急な対応を図るため

の名目予算となっております。  

以上で、第３款 民生費の説明とさせていただきます。よろしくご審議を賜りますよ

うお願い申しあげます。 

○坂口委員長  説明が終わりましたので、第３款  民生費について、質疑をお受けいたし

ます。 

木澤委員。  

○木澤委員 予算書の６１ページの社会福祉協議会への補助金なんですけども、これ、若

干増額になっているのでその理由と、あと、地域包括センターが直営になるに当たって、

もともと社協の方の人件費と案分していたりとか、そういう関係もあったんですけども、

その辺の影響っていうのは、ここに出てきているんですかね。  

○坂口委員長  乾住民生活部長。  

○乾住民生活部長  社会福祉協議会の補助金の関係でございますけれども、前年度と比較

いたしまして７７万３，０００円の増額となっておりますが、これは、地域包括支援セ

ンターの関係を社協に委託しておったということが、本年度は委託しておりましたが来

年度から町が直営で行うということから、社協の一部の職員が、地域包括支援センター

の委託料の人件費を支出しておりましたので、その分が当然委託を受けませんので、そ

の分の人件費が社協のこちらの法人の運営費、社協の法人運営費のほうで支払うことに

なったということから、その一部の職員の人件費の分が上がったということでございま

す。 

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 そうしたら、たしか０．５人分っていう分け方してはったと思いますけども，

まるまるそれだけということで理解して、ほかにはないっていうことですかね。  

○坂口委員長  乾住民生活部長。  

○乾住民生活部長  今、質問者おっしゃいましたように、事務局長がこちらの、地域包括

支援センターの主任ケアマネをやっておりましたので、０．５人分という人件費を委託

のほうで出しておりました。それが社協のこちらの法人のほうに返ってくるということ

で０．５がふえるということなんですが、それだけで言いますと約５００万円弱がふえ

ることになるんですけれども、その中で、新年度から実施をいたします、生活支援体制

整備事業っていうものを来年度から実施をさせていただきます。その中で、生活支援コ

ーディネーターっていうのを配置していくということになっておりまして、このコーデ
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ィネーターの配置につきまして、社協の今の職員が社会福祉士の資格を持っております

ので、この２名に事業を、コーディネーターとして配置をしていきたいということに考

えておりますので、その分の人件費約３８０万円を、委託事業として社協に受けていた

だくということになりますので、この、先ほど申しあげました、局長の０．５人分の人

件費とこの生活支援コーディネーターの約３８０万円、これを差し引いた分が来年度の

増額となっている部分ということで、当然、いろいろ事務費等で精査した部分、減らさ

せていただいた部分もあるんですけれども、主にはそういうことでふえておるというこ

とでございます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 はい、わかりました。  

そうしたら次に、予算書の６２ページの敬老記念品なんですけども、これ、平成２８

年度、２７年度が９４万円でしたけども、減っていると。２６年度のときも１０９万１，

０００円やったんですけども、だんだん減ってきているということで、これはちょっと

理由を教えてもらえますか。  

○坂口委員長  中原福祉課長。  

○中原福祉課長 敬老会の記念品の関係ですけれども、２８年度につきましては、記念品

の内容を変えようということで予算化をさせていただいておりまして、今まではですね、

法隆寺さんの額、管長の直筆等の色紙をですね、額に入れてお渡しさせていただいてい

たんですけれども、その分につきまして、中宮寺さんの茶碗のほうですね、そちらのほ

うを来年度出したいと思っております。その経費につきまして、町が、今、所有してい

る分がございますので、２８年度分につきましては予算が尐なくなってきているという

ところでございます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 別に変えることに何か不満があるわけじゃないんですけども、何か参加者の

方から要望があったとかいうことで変更されるんですか。  

○坂口委員長  小城町長。  

〇小城町長 法隆寺の管長さんも、かなりの枚数ですからね、一遍に私、それ、書くとい

うのはなかなか大変やということもあってですね、一遍そうしたら考えたらどうかとい

うことで。管長さんも非常に多いようでございますので、そういう点を配慮して、２８

年度はそういう、中宮寺さんにある茶碗をということです。  

○坂口委員長  木澤委員。  
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○木澤委員 はい、わかりました。  

そうしたら、続きまして、予算書の６３ページの高齢者優待券の交付ですけども、新

年度は新たにスポーツセンターのチケットも選択肢の中に入れるということでふやして

いただきますけども、もともと発行していた分、２７年度と比べて発行の内訳等は変わ

ったんですかね。  

○坂口委員長  中原福祉課長。 

○中原福祉課長 高齢者優待交付券の発行の状況等ですけれども、２８年度のですね、ま

ず、予算につきましては、ＩＣＯＣＡのほうを２，３００、ＣＩ－ＣＡ、奈良交通のバ

ス券ですね、こちらのほうを１，５００、タクシー券を３３０と予算のほうは組んでお

ります。昨年度の、２７年度の当初の分ですけれども、このうちＩＣＯＣＡだけ、ＩＣ

ＯＣＡ以外は一緒なんですが、ＩＣＯＣＡを１，７５０ということで２７年度は組んで

おりました。このＩＣＯＣＡにつきまして、今回、５５０人分ですね、増加して予算化

をさせていただきましたもので、約２００万円超の増加となっております。この辺、交

付数が増加してきていることから、その実績から準じましてこの２，３００を予算化さ

せていただきましたところでございます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 そうしたら、利用率も高くなっているということで増額されたという理解し

ておいたらいいですね。 

○坂口委員長  中原福祉課長。  

○中原福祉課長 利用率でございますけれども、２６年度実績で６４．９％でございまし

た。これが、２７年度の最終見込みですけれども、約６７％ということで、３％ぐらい

の交付増となっております。  

○坂口委員長 木澤委員。  

○木澤委員 はい、わかりました。  

引き続きこの利用率上げていただきますように、啓発等よろしくお願いいたします。  

  そうしましたら、次、６４ページの子どもの医療費助成のところなんですけども、新

たに県が中学校の通院まで無料にされるということで、一般質問で奥村委員も取り上げ

ておられましたけども、部長、答弁してはったのを聞いていて、今、県が中学校の入院

まで無料にしていて、それを通院まで無料にする分で高校までの無料化ができないかと

いうところでの答弁で、金額的には足らないということでちょっと難しいですという答

弁があったんですけども、今、それぞれ、ちょっと分けて教えてほしいんですけども、
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就学前までの子どもの人数と、それにかかっている費用ですね、それと、小学校、中学

校、高校というふうにちょっと分けて教えてほしいんですけども、今、わかりますかね。  

○坂口委員長  山﨑国保医療課長。  

○山﨑国保医療課長 まず、未就学児でございます。資格者総数が、これは２６年度の実

績なんですが、１，５２５人、助成額につきましては約４，９３７万５，０００円でご

ざいます。次に、小学生、資格者総数が１，４４１人、助成額は約４，０１８万３，０

００円でございます。次に、中学生につきましては、資格者総数６７７名、助成額は約

１，２２３万９，０００円となっております。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 新たに県がふやす分についてはまだこの予算には反映されていないけども、

また、それ、詳細が確定したら補正で対応されるというふうに理解しておいていいです

かね。 

○坂口委員長  山﨑国保医療課長。  

○山﨑国保医療課長 はい。制度の運用開始が本年の８月ですので、確定しましたら補正

予算なりの対応をとってまいりたいというふうに考えております。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 既に一般質問で答弁はされているんですけども、私もこの費用の関係ですね、

中学校の通院も無料にされることに伴って県から入ってくる金額で、高校までの無償化

っていうのはできるんじゃないかなと。ただ、斑鳩町で試算した段階ではできないとい

うお答えでしたけども、これ、実際の、県が実施されてですね、入ってくるお金なんか

を見る中で、それは検討していただきたいなというふうに思いますので、これは再度、

私のほうからも要望しておきたいというふうに思います。  

○坂口委員長  小城町長。  

〇小城町長 県が無料にしたというんじゃないですよ。８月からワンレセプトにつき１，

０００円を補助するというだけですから。１，０００円ですから。全て中学まで無料じ

ゃないです。就学前も一緒なんですよ。それから上は、ワンレセプトが１，０００円と、

１，０００円を無料にしますと。だから仮に２，０００円か３，０００円かかったら１，

０００円は、１，５００円は町が、私のほうが負担するんです。間違わないでください

よ。だから、奥村委員の一般質問では、それを答えているわけです。だからそれで、８

月以降から７３５万円ほど下がりますけども、ただ、高校までは今しばらくはちょっと

しんどいと。  
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私はやっぱり当然県が、やっぱり高校授業料を無料にしているんですから、そういう

ところは県がやっぱり思い切ってやるという努力をしていかなかったら、私は、やっぱ

りこれ、市町村が結局全部これやっているわけですから、中学まで。かなりの数です。

１億ですよ。やっぱりそういうことを考えていったら、これだけ財政が厳しい中でやっ

ぱりやっていくっちゅうことは、やっぱりそれだけのことをずっと守ってきているわけ

ですから。  

ただ、私は、やっぱりこの町村会の会長のときに言ったのは、やっぱり県は入院費だ

けは無料にしたんですよ、中学まで。だけど、今度の問題は、今、市長会も、町村会も

話をして、ワンレセプト１，０００円ということで一応県と話ししたと、合うたという

ことで、８月からさせていただくということでございますので、そういうことだけよろ

しく。無料じゃないですから。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 ちょっと私も制度を誤解していたかなというふうに思いますけども、ワンレ

セプト１，０００円県が負担するということですけども、今、平均で言うと、ワンレセ

プトでいくらぐらいかかっているんでしょうかね。わかりますかね。わからなかったら、

また後ほどで構いません。  

○坂口委員長  山﨑国保医療課長。  

○山﨑国保医療課長 今、細かいデータを持ち合わせておりませんので、後ほどご説明申

しあげます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 この子ども医療費につきましては、これまでも町単独でよくやってきていた

だいているなというふうに高く評価はさせていただいております。当然、県としてもで

すね、きちっと費用もかけて、本来やったら国がやるべきかなというふうに思いますが、

そうしたところとあわせてですね、医療費無料化については、引き続きやっぱり拡充を

していっていただきたいというふうに思いますので、町の姿勢も評価しつつ、要望もさ

せていただきたいと思います。  

  そうしましたら、続きましてですね、６４ページの精神障害者医療の助成費ですね、

これにつきましては、今まで身体等と別になっていたのが、医療費、精神のほうも入る

ということで拡充されましたけども、もともと、手帳を持っておられる方がふえるんじ

ゃないかということで、どれぐらいの見込みをされてきたのかなというのがあるんです

けども、実際に、年度途中からだったとは思いますけども、導入されて、今までの実績
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を見る中で、その見込みと比べてどうであったのかというところ、ちょっと教えてほし

いんですけども。  

○坂口委員長  山﨑国保医療課長。  

○山﨑国保医療課長 まず、平成２７年度当初予算におきましては、平成２６年度実績に

基づき、精神障害者保健福祉手帳１級、２級の対象者を５６人と見込んでおりました。

その後ですね、取得者がふえまして、現在、助成対象者は８３人となっております。そ

の影響で２７年度よりも２８年度予算がふえておるという状況でございます。  

  参考までに、現在の１級手帳所持者は２９人でございます。２級におきましては８７

名、総数１１６人となっております。対象者、今、８３人なんですが、それ、１１６人

全て申請されていない理由は、所得オーバーか、何らかの理由に未申請の人がいるとい

う状況でございます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 今、課長のほうで詳しく報告いただきましたけども、そうすると、その３人

の方っていうのは、町と連絡はとれているんですかね。  

○坂口委員長  山﨑国保医療課長。  

○山﨑国保医療課長 未申請の方とのコンタクトは、連絡はとれておりません。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 制度変わったことはご存じなのかなと思いますけども。 

○坂口委員長  山﨑国保医療課長。  

○山﨑国保医療課長 失礼しました。当初ですね、一番最初に制度が変わったときには、

全員の方に、制度が変わりましたということでお知らせはさせていただいております。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 そうしますと、本人さんが申請に来られないということで、その理由までは

わからないよということですね。案内はしていただいているということなので、所得超

えているのか、ちょっとわかりませんけども、連絡がとれるようでしたらですね、制度

をご存じなのかということはちょっと心配されますので、追っかけられるようでしたら

追っかけて、一度連絡をとっていただきたいなということで、丁寧な対応を求めておき

たいと思います。  

○坂口委員長  池田副町長。  

○池田副町長  丁寧な対応はよく理解できますけども、非常に、この手帳を持っておられ

て、非常に難しい面がございまして、それを言ったときにまたいろいろな、自分がもう
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そこまで、どう言うたらええかな、あまり知られたくないねんと、あまりいろいろな人

に知られたくないねんと、手帳はもらうけどもいろいろなところにそういうことは知ら

れたくないという人もおられまして、非常に難しいので、例えば行って絶対、よく来て

くれたと終わったらいいんですけども、あとまた非常に個人情報の問題いうか、非常に

デリケートな問題ですので、非常に難しいので、やはり何らかの形で、案内文書を入れ

るかぐらいしか非常に難しいと思います。会って、直接説明するのは非常に難しい問題

であるということだけは理解をいただきたいと思います。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 その辺の個人情報云々等、デリケートな問題もあるかと思いますので、そこ

もわかっていただいているかなと思いますから、また丁寧な対応ですね、よろしくお願

いいたします。  

  それとですね、続きまして、６５ページにいきますけども、負担金補助及び交付金の

ところで、部落解放研究の全国集会参加負担金ですね、これを、この間、予算計上はさ

れてきていなかったんですけども、新年度で新たに予算計上されていますけども、これ

は、計上された理由は何でしょう。  

○坂口委員長  小城町長。  

〇小城町長 全国大会が奈良県で開催をされるということで、２８年度、奈良県で行われ

るということで、ことしは４万円というあれを、負担金を組ましてもうたんです。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 経常的には、今後別に毎年計上するというつもりではないというふうに理解

してよろしいでしょうか。  

○坂口委員長  中原福祉課長。  

○中原福祉課長 はい、そのとおりでございます。今年度、２８年度が第５０回大会が奈

良県で開催されるということで、この１年の分っていうことでございます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 私はちょっと理解はしませんけども、一応そういうことだというふうに聞い

ておきます。  

それと、６６ページですね、手話奉仕員の養成講座の委託料が金額下がっていたのが

ちょっと気になったんですけども。これはどういった理由によるものなんでしょうか。  

○坂口委員長  中原福祉課長。  

○中原福祉課長 手話奉仕員の養成講座の委託料が減額になっている件ですけれども、こ
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ちらのほうにつきましては、カリキュラムの改正がございまして、今まで入門課程と基

礎課程の２つの課程を行っていたのが一本化になったことから、予算が尐なくなったも

のでございます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 私もちょっと受けたことないのでよくわからないんですけども、別に縮小さ

れたとか、そういうわけではないんですね。  

○坂口委員長  中原福祉課長。  

○中原福祉課長 はい、そういうわけではございません。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 はい、わかりました。  

そうしましたら、次にですね、６８ページのふれあい交流センターいきいきの里の管

理運営のところなんですけども、これ、２６年度までシルバーさんに委託していただい

ていて、２７年度から直接雇用されているかと思うんですけども、どういった方、２７

年度も採用されているかと思うんですけども、同じ方で来ていただいているんですかね。  

○坂口委員長  中原福祉課長。  

○中原福祉課長 例年、ふれあい交流センターの職員につきましては募集を行いまして、

面接を行いましてその職員の選定をさせていただいているんですが、２６年度から２７

年度にかけましては１名かわりまして、４名は継続していたと思いますけれども、１名

は新たな方が入られておりました。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 そうすると、４人体制で交代で来ていただいているっていう話になるんです

か。 

○坂口委員長  中原福祉課長。  

○中原福祉課長 ４人体制っていうことはないんですけれども、そのメンバーがですね、

５名採用させていただくんですが、その５名で日々の業務ですね、３名の日とか、４名

の日とか、勤務がございますので。  

（「シルバーのや。シルバーで入ってはる人のこと聞い

てはるねん。常勤の話違うねん。」と呼ぶ者あり）  

（「違う、違う。直接雇用。」と呼ぶ者あり）  

○坂口委員長  暫時休憩します。  

（午後 １時４２分 休憩） 
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（午後 １時４４分 再開） 

○坂口委員長  それでは、再開いたします。  

木澤委員。  

○木澤委員 ちょっと私、勘違いしていたみたいで、今までも直接雇用で、有給休暇のと

きにシルバーさんが来ていただいていたということですね。私、聞きたかったのは、今

の体制のことを聞きたかったんですけども、１日３人とか、４人とかいうふうにおっし

ゃっていましたけども、３人の日とか、４人の日があって、それをローテーションで回

していると。全部では５人いてはるっていうことで理解したらいいんですか。  

○坂口委員長  中原福祉課長。  

○中原福祉課長 はい、そうでございます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 そのうちの４人の方は継続で、２７年度から１名が新しくなったということ

で理解しておきます。はい、結構です。  

  予算書の７３ページの子育て応援アプリのシステム導入なんですけども、これ、どん

な内容なのかっていうのを教えていただけますか。 

○坂口委員長  中原福祉課長。  

○中原福祉課長 平成２８年度に初めて予算化をしております子育てアプリですけれども、

まず、この内容でございますけれども、現在想定しておりますアプリにつきましては、

子育て情報を簡単にアクセスでき、妊娠・出産・子育てに関するサービスを、届出、健

康、お金、預ける、学ぶ、出かけるなどのキーワードごとに分類をいたしまして、一覧

で表示されるなど、わかりやすく、素早く検索できることが特徴のものを採用したいと

考えております。また、利用者の方のメールアドレスや子どもの生年月日を登録してお

きますと、年齢に合わせた情報がメールマガジンとして発信されたり、プッシュ情報発

信機能を使うと、指定した情報を適時にリアルタイムに発信することができるというも

のを検討しているところでございます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 このアプリもごみ収集のさんあーると同じように全国的にあるものを斑鳩の

情報を載せて発信するというものなのか、そうかもう斑鳩町独自のものになるのか、こ

れ、どちらでしょう。  

○坂口委員長  中原福祉課長。  

○中原福祉課長 現在検討しておりますアプリにつきましては、既に今、全国で１５団体



 - 69 - 

が使われておるアプリをまず検討しております。ただ、こういったアプリ機能につきま

しては、各社いろいろ新しい機能等も出てきおりますし、当然、費用的なところもあり

ますので、さらにこの辺、慎重にですね、内容、機能と金額等をあわせて検討し、いい

ものを導入していきたいと考えております。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 非常に有用なアプリかなというふうに思いますし、当然、この情報も載って

くるのかなと思いますけども、子どもが夜熱出したときとか、小児科で受け付けをして

いるところの病院がどこかわからないということで、県のほうがシャープ何番とか、い

ろいろ、そういう番号をつくったりしていますけども、そんな情報もこのアプリでは検

索できるようになるんですか。  

○坂口委員長  中原福祉課長。  

○中原福祉課長 今後ですね、アプリの仕様を検討していくことになるわけですけれども、

そういったことも含めてですね、どういったことを利用者様、住民の方が要求している

か等ですね、検討した上でアプリの機能に仕様を入れてですね、その辺で内容を決めて

いきたいなというふうに考えております。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 どこまで対応できるかわからないですけども、やっぱり困ったときにどこに

相談すればいいかとか、どこに連絡をすればいいのかっていう情報なんかも発信できる

ような形でまた検討いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  

  そうしたら次にですね、７４ページの幼児２人乗り自転車の購入費の助成金ですけど

も、これも金額、２７年度と比べてふえていますけども、実績、ちょっと教えてもらえ

ますかね。  

○坂口委員長  中原福祉課長。  

○中原福祉課長 幼児２人同乗用自転車購入費の助成についてでございますけれども、平

成２６年度では４０台分、平成２７年度ですけれども、この１月の段階で３０台になっ

ておりますので、大体３５台から４０台ぐらいの見込みと読んでいるところでございま

す。 

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 今まで予算、要望、住民さんの申請が予算を超えたことっていうのはあるん

ですか。  

○坂口委員長  中原福祉課長。  
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○中原福祉課長 この平成２７年度につきましてですね、この３月議会のほうで補正を予

定しておるんですけれども、２２万１，０００円分の補正予算をしておりまして、予算

を超える見込みとなっているところでございます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 はい、わかりました。それで使っていただくのはええことやというふうに思

いますので、理解しておきます。  

  あと２点。７６ページの保育園費のところの土地の賃借料、借上料ですね、以前から

たつた保育園の駐車場スペースの確保もということで、あわのほうは既に、早うに整備

していただいていまして、その後どうなのかなというふうに気にはなっているんですけ

ども、今の状況をちょっと教えてもらえますかね。  

○坂口委員長  池田副町長。  

○池田副町長  たつたにつきましては、もう今、現状のままで、今後も運営したいと考え

ております。  

○坂口委員長  木澤委員。 

○木澤委員 以前、竜田神社さん云々という話もありましたけど、結局、そこはお貸しい

ただけなかったということでいいんですかね。  

○坂口委員長  小城町長。  

〇小城町長 竜田神社がお貸ししてもらえなかったということじゃなしに、結局現状の今

の駐車場が、以前は職員がとめていたところを今の園児の駐車場ということで、そのま

ま現状維持すると。ただ、ご要望上がったのが、その前のところのモータープールを買

ってくれという話。それはもう無理ですよということをお断りして、その辺を保護者会

というのか、その方々に回答をしてですね、直接その運営委員会でも話をさせていただ

きました。それで了解されています。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 状況的にはあそこ、竜田神社のところまで含めて朝、送り迎えの車が並ぶと

いうことで、危険だということは町のほうも認識はされていると思いますけども、今、

現状でちょっと確保するのが難しいということですけども、今後についてはどうお考え

なんでしょうか。  

○坂口委員長  池田副町長。  

○池田副町長  これは以前から申しあげていますように、今後につきましても現状のまま

でたつた保育園は運営をしていきたいということで、今日までその土地の買収云々の話
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がございましたけども、買収しなくて、今日までも来ております。今後もその方向でい

きたいと考えております。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 私お聞きしていたのは、やっぱりあそこは危険なので、きちっと町で駐車場

を確保してほしいという声がありますのでね。今、町の、そういう今後そういうつもり

はないという姿勢については、私は改めていただきたいし、引き続き保護者の願いに応

えるということで駐車場のスペースは確保していただきますように要望しておきたいと

思います。  

○坂口委員長  小城町長。  

〇小城町長 副町長も申しあげていますように、町のたつた保育園のところにもあるんで

す、現状は。あるところを使っていただいたら一番いいわけですから、そのことを言う

ているわけです。だから、保護者会の方々にもちゃんとその話は説明しています。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 ええ。私も実際にそこに利用しているところは見てきましたけども、非常に

やっぱり出入りするのに交差もできないですし、毎朝、先生が誘導してはってですね、

非常に保育いただく先生にそういう駐車場の出し入れなんかもお時間をとらせるような

ことについては避けるべきやというふうにも思いますし、あそこは私が見ても非常に危

険やと思いますのでね。最終的に現状維持やということで２回答弁されていますけども、

私はやっぱり確保するべきやというふうに思いますので、これはぜひやっていただきた

いということで申しあげておきたいと思います。  

  そうしましたら、すみません、もう１点。７７ページですね、学童保育の指導員さん

の賃金が上がっているというか、金額がふえているんですけども、これはどういうこと

でしょうか。  

○坂口委員長  中原福祉課長。  

○中原福祉課長 平成２８年度の学童保育の賃金等がふえている件ですけれども、利用申

込数もふえてきておることから、それに伴いまして、賃金等も、人件費等も上乗せをし

ていっているところでございます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 体制を充実するとかいう話ではないんですかね。今いてはるメンバーの方の

賃金が純粋に上がりますよっていう話ですか。  

○坂口委員長  中原福祉課長。  



 - 72 - 

○中原福祉課長 個人の賃金が上がるのではなしに、人数分をですね、ふやしているとこ

ろでございます。１人当たりの賃金も若干は上がっております。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 体制、充実されるっていう話ですよね。どういう体制にされるのか。せっか

く充実していただくんやったら。  

○坂口委員長  池田副町長。  

○池田副町長  まず、学童保育室の希望者が、やっぱり年々ふえております。やはり、生

徒何人当たりに指導員何人という決まりがございますので、そのため、子どもがふえた

ために指導者の数がふえると、そのために賃金が上がってきたということでございます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 法律等で基準も決まっていますので、それに伴ってふえるということですね。  

  あと、これも繰り返し言うてきましたけども、学童保育については、保護者会から毎

年、時間延長の要望があると思いますけども、これまで町長、ずっと答弁されてきてい

ますけども、町の姿勢に改善等はありませんか。  

○坂口委員長  小城町長。  

〇小城町長 今現在は、このまま６時半でいきたいと思います。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 今回ね、総合戦略の中でも、子育て支援というところではかなり力も入れて

いただいていますし、これから先、やっぱり斑鳩町として発展していこうと思うと、こ

こに力を入れるべきだというふうに思いますので、やっぱりですね、今現在は思ってい

ない、考えていないということですけども、今後しっかりと検討していっていただきた

いというふうに思いますので、これもあわせて要望しておきます。  

○坂口委員長  奥村委員。  

○奥村委員 ７３ページですけれども、児童虐待等防止補助員というのがございますけど、

これ、どういった方になっていただいて、そして、何名ぐらいでご苦労いただいている

のか、教えていただきたいんですが。  

○坂口委員長  中原福祉課長。  

○中原福祉課長 児童虐待等防止補助員ですけれども、現在、２名の方でこちらのほうの

事業に取り組んでいただいておりまして、この２名につきましては、元保育所の所長と

子育て相談員の方になっていただいているところでございます。  

○坂口委員長  奥村委員。  
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○奥村委員 ありがとうございます。実際、虐待等の連絡を受けられたら、どういう形で

補助員としてお務めしていただいているっていうか。  

○坂口委員長  中原福祉課長。  

○中原福祉課長 補助員の活動につきましては、全てこちらのほうに報告として上がって

くることになっておりますので、その報告の内容いかんによってはですね、また個別会

議等を開催するなどして対応をしているところでございます。  

○坂口委員長  奥村委員。  

○奥村委員 ありがとうございます。  

  それと、あと次に、下のところにトワイライトステイの事業の委託という形ですけれ

ども、実際、年間どれぐらいの利用者と言いますか、実績っていうのがありますでしょ

うか。 

○坂口委員長  中原福祉課長。  

○中原福祉課長 トワイライトステイにつきましては、ここ数年、実績がない状況でござ

います。  

○坂口委員長  奥村委員。  

○奥村委員 ありがとうございました。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 まず、７３ページですけれども、出張つどいの広場業務委託料とあるんです

が、これはどういう業務をされるんでしょうか。  

○坂口委員長  中原福祉課長。  

○中原福祉課長 出張つどいの広場業務の委託ですけれども、現在、つどいの広場ってい

うのをですね、生き生きプラザの中で開催しておりまして、０歳から３歳までのお子さ

んと保護者の方にですね、その広場、子育てルームのほうに来ていただきまして、ここ

に補助員等がついて、いろいろな相談事とか、お母さん同士のふれあい交流等を進めて

いるわけですけれども、こちらの出張つどいの広場につきましては、この２７年の７月

からですね、法隆寺幼稚園さんに委託をしまして、同じ内容のものを町内２か所で開催

をさせていただくことにさせていただいたものでございます。やはり、身近なところで、

家の近く等でですね、なったほうが、こういった広場があったほうが参加もしやすいと

いうことで開催をさせていただきまして、２８年度につきましてもですね、こちらの出

張つどいの広場を続けていきたいということで予算化をしているところでございます。  

○坂口委員長  平川委員。  
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○平川委員 ということは、幼稚園の入園者ではなく、今、生き生きプラザで実施してい

ることと同じことを法隆寺幼稚園のほうで実施されているということで理解してよろし

いですか。  

○坂口委員長  中原福祉課長。  

○中原福祉課長 はい、そのとおりでございます。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 わかりました、ありがとうございます。  

  それと、その下の子育て応援アプリなんですけれども、非常に多額なものでして、導

入されることに反対することではないんですけれども、どこかからそういう助成がある

ものなのかっていうこと、町単独で実施されるのかということと、あと、やはりこうい

うのは、入っている情報が最新のものでなければ利用する意味がないということなので、

毎年新しい、毎年というか、もう日々新しい情報が載っているという形にしていかない

といけないと思うんですけれども、将来的な更新の作業とか、どういうふうに進められ

るのか、また、費用がどのぐらい、毎年かかってくるものなのか、そのあたりをお伺い

できますでしょうか。  

○坂口委員長  中原福祉課長。  

○中原福祉課長 アプリの、まず財源のことでございますけれども、現在、この予算化し

ている財源につきましては、全て一般財源っていうことになっております。ただ、今後

ですね、非常に多額なものでもありますので、ほかの制度を活用できるものがないか等、

そちらのほうは国の動向等に注視していきたいと考えているところでございます。  

  それと、このアプリの更新についてでありますけれども、委員もおっしゃるように、

当然、最新の情報を載っている必要がございます。このいろいろアプリの種類を見てい

ますと、今、私どもが検討しているアプリにつきましては、更新作業的にはこの金額に

含まれているんですが、更新ごとに多額のお金がかかるアプリ等もございまして、そう

いった、含まれておりますので、絶えずこちらから新しい情報をですね、提供はしてい

かなければならないんですけれども、極力、極力と言いますか、最新の情報を載せてい

くようなシステムづくりをしていきたいなというふうには考えております。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 県でもネットを使っていろいろな情報提供をしていただいているんですけれ

ども、なかなか使えないというか、ここの場合は、困ったときはここへ相談するように、

こうした場合はここへ相談するようにって、結局、電話番号が書いてあるだけで役に立
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たないっていうのが現状でして、やはりそういうところがきちんと使えるようにしてい

かないと意味がないかなと思いますけれども、更新の場合は、じゃあ、行政のほうが情

報を収集して、その委託業者のほうに、こういう情報を更新してくださいっていうふう

にお願いするのか、それとも、その委託業者のほうが直接情報収集をして、最新のもの

を載せていただけるのか、そのあたりはいかがなんでしょうか。  

○坂口委員長  中原福祉課長。  

○中原福祉課長 この国等からの、上からおりてくる情報につきましては、全て業者のほ

うで対応ということで、今、内容にはなっているんですけれども、斑鳩町側からの情報

につきましては、やはりこちらから情報提供していく必要がございますので、そちらの

ほう、情報が変わる都度ですね、最新のものにできる方法を考えていかなければならな

いというふうに思っております。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 それと、先ほど、更新作業について多額な費用はかからないとおっしゃって

いましたけれども、来年度、再来年度はいくらぐらいを見込んでおられるんでしょうか。  

○坂口委員長  中原福祉課長。  

○中原福祉課長 今回、ここに載せさせていただいている予算っていうのは、構築に係る

予算なんですけれども、当然、毎年の使用料っていうのが発生することになります。こ

れ、各社いろいろな使用料があるんですけれども、今回上げさせていただいている分に

ついては、最初の５年間が毎月５万円、６年目以降が１５万円っていうふうになってお

ります。参考にですけれども、一番大きなところが、世田谷区がやっているアプリが結

構大きいんですけれども、こちらが月約３０万円の利用料がかかるっていうふうになっ

ておりまして、この辺ですね、まだいろいろ、非常に大きなお金ですので、業者選定に

は慎重に検討していきたいというふうに思っております。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 子育てを応援するアプリなので反対はしたくないんですけれども、やはり、

いろいろな要望がある中でこれだけの費用を投じることには、やはり無駄にならないよ

うにしていただきたいなというふうに思いますのと、あと、行政のほうが情報を提供す

るっていうことですけれども、やはり子育てに必要な情報ってお母さん方の口コミの情

報っていうのは非常に有意義で、どの先生がどういう対応でっていう、細かいそういう

口コミ情報っていうのが非常に子育てしている上では重要になってきますので、そうい

う口コミも載せられるような、一般の住民の方の情報をできるだけ反映できるような、
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そういう形で、多額の費用を投じられるのであれば使い勝手のいいものにしていただき

たいなというふうに要望させていただきます。  

  続きまして、学童保育なんですけれども、入所の申し込みを受け付けておられて、直

近まで、高学年の保護者の方から、まだ入れるかどうかっていう返事をもらっていなく

って、仕事をしていく上で非常に不安だっていうようなことをおっしゃられる方もおら

れましたけれども、今現在の申込状況と、あと、定員に対するその状況などをちょっと

お伺いできますでしょうか。  

○坂口委員長  中原福祉課長。  

○中原福祉課長 ２８年度４月からの申し込みを随時受け付けているところではございま

すけれども、現在、この３月、直近の４日現在ですけれども、斑鳩学童で１６６名、東

学童で１２５名、西学童で７１名の３６２名ということになっております。面積基準的

には入っていただくことができますので、職員の配置ですね、この人数に対応するには、

春休みの一時的な増というのがこの中には含まれておりますので、その春休みの分をど

うするかというところあるんですけども、２０人必要になってくるところでございまし

て、今、その何とか２０人確保できそうなところではございますので、支給決定ももう

早急にしていくことになっているとは思いますけれども、この辺のほうも早く進めてい

きたいと思っております。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 定員に対する人数、定員は何人なんですか。  

○坂口委員長  小城町長。  

〇小城町長 定員は定員としても、結局、これ、恐らく登録はされているのは１６６名、

１２５名、７１名ですけども、やっぱり延べ人数ですから、そのときに、もう私、きょ

う休みますという方もやっぱりかなりありますから、その変動は激しいんです。もう土

曜日なったらほとんど来られませんし。そういうことも踏まえたらですね、やっぱりこ

の学童保育というのはよっぽど調整しなかったら。放課後クラブがありますから、そう

いうことも勘案していかなかったら、やっぱりこの学童へこれだけの登録はされていま

すけど、必ずこれだけの人数来られるということはないと思います。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 想定されている定員よりは多くても受け入れることはできるっていうふうに

理解はさせていただきましたけれども、年々、やはり働く人がふえていて、子育てしな

がら働けるような、そういう町の施策を進めていく上でも、学童保育の充実っていうの
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は今後も必要になってくるかなと思いますので、しかもちょっと、床面積的には今はま

だいけるっていうことですけれども、将来的なことも踏まえまして、今後のことをいろ

いろと考えていただきたいなというふうに思います。  

  あと、保育園なんですけれども、どなたかまた質問されるかもしれないんですけれど

も、前回の厚生常任委員会のときに、黎明保育園も定員いっぱいになってきているので、

将来的にはその敷地の拡大も考えていくっていうようなことを町長おっしゃっていただ

いていたんですけれども、そのあたりのことは、今回の予算には反映されているんでし

ょうか。  

○坂口委員長  小城町長。  

〇小城町長 予算には反映していませんけども、今、現時点の、その隣の埋蔵文化財その

ものが整理ができる段階になりますと、解体をしていきたいと。もう今、現状で１３０、

前のところも増築されましたから、もうこれ以上はもう限界ですから。  

私が一番心配していたのは、もう最初は、当初は、たつたもあわもいけますけども、

恐らく、これ、２年目を迎えてきて、３年目になったら、あわもたつたも減ってきます。

必ずこの黎明に行っていくと思います。そういうことを考えていかなかったら、今、木

澤委員がおっしゃるように、たつたは駐車場がないとか、あるとかの問題よりも、こん

ないい場所はございません。もうこのいい場所っていうのは、もう必ずここに車とめら

れますから。そして行きますから。だから、そういう点を考えたら、やっぱり黎明さん

のこの関係っていうのは、やっぱり早くですね、そういう処置していかなかったら、ま

た１年ずれていきますと、やっぱりその言うているやないかと、こうなってきますから。

相手方もやっぱり、その黎明さんかて、うちやりますよということは必ず言ってくれた

らいいですけども、やっぱり財政的に、やっぱり私ですから厳しいとおっしゃったらい

けませんから、そういう調整を副町長と十分させてですね、できるだけ早く処置してい

きたいと思います。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 ありがとうございました。よろしくお願いします。  

  あと、町立保育園の保育士さんなんですけれども、現状の人数と新年度の人数と、何

かこう、違いはあるのか、そのあたり、ちょっとお伺いできますでしょうか。  

○坂口委員長  中原福祉課長。  

○中原福祉課長 ２７年度の予算と２８年度の予算で見ますと、正職のほうで１名、臨時

職のほうで１名尐ないことになっておりますけれども、これは入所者数に応じて必要数
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は足りているところでご理解お願いしたいと思います。  

○坂口委員長  あと、委員さん、何か。  

伴委員。  

○伴委員 まず、６４ページの２０節の扶助費の子ども医療助成の件なんですが、今、ほ

かの委員のほうからいろいろその辺の話、高校まで無償化とかいう意見があったんです

が、これ、もし逆に１人当たり５００円、１回診てもうたら５００円負担してもらうと

なったら、どれぐらいの金額になってくる、もしすぐ出るものであれば、教えていただ

けますか。  

○坂口委員長  山﨑国保医療課長。  

○山﨑国保医療課長 一部受益者負担金をいただくということになりますと、概算ですが、

２，０００万程度かなというふうに、概算でございますが、思っております。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 ５００円、１回当たり負担していただくとこれぐらいの金額に。非常に町財政

も厳しい、また国保財政も厳しい中で、これ、実質、モラルの問題とかいうので一部負

担っていうことも将来的に、毎回、私、話しさせていただいています。確かに、ただほ

ど高いものはないと。将来にわたってその負担が回っていくようなことがある、これが

拡張していくとそんな形にもならんとも限らんと私は思っています。ちょっとそのあた

りで。 

また、子どもたちに使うんであれば、いくばくかでもこの給食、そのあたりに回して

いただければ。これも健康な者も病気された子どもたちも、もうほとんどこれ、平等な

形でわたっていくと。このあたりも一度ちょっと考えていただくように要望いたします。  

  続きまして、６８ページの一番上の重度障害者の日常生活用具給付費、これ、ちょっ

とこの項目になるかどうかわかりませんが、車椅子を使っておられる方が、結局、町の

補助では病院においてあるような車椅子、そんな形になるんやけどというようなちょっ

と相談を受けまして、その方が、やっぱり坂とか、軽いやつ、スキーのストックのよう

な金属で、こう、なっているような軽いタイプの車椅子、ああいうのが欲しいんやけど

という、これ、助成のほうの給付額の上限があって難しいのか、それともそれが除外さ

れているのか、そのあたりはわかりませんが、そういうそのあたり、ちょっと教えてい

ただけますか。  

○坂口委員長  中原福祉課長。  

○中原福祉課長 障害者の方の日常生活用具給付費というサービスの中に、車椅子の給付
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っていう項目がございます。こちらのほうの給付につきましてはですね、ちょっと、ま

ず、介護保険との関係があるんですけれども、介護保険の認定をお持ちの方につきまし

ては、まず、車椅子について、介護保険を優先して利用するというのがございますので、

まずそちらのほうのレンタルのほうをまず第一義に考えます。ただしですね、障害者の

方につきましては、その方の身体の状況からですね、個々の、個別に対応することが必

要であると、いろいろなその方特有の障害に応じた車椅子等が必要である場合はですね、

医師でありますとか、医師の意見書ですね、またはこの更生相談所等に判定がされるん

ですけれども、そちらの判定をもちましてその方に必要な車椅子っていうのを給付する

ことができることになっております。これは、基準額がございまして、基本的には１台

当たり１０万円が基準額、１０万円以内っていうのがあるんですけれども、その方がで

すね、その方の障害の状況からこういった車椅子が必要だという意見書等があればです

ね、それに基づいて給付されるというものでございます。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 それでしたら、一度そういう話もしておきますので、その辺、また相談に乗っ

ていただければと思います。  

  続きまして、７６ページの私立保育所入所委託料のところなんですが、ちょっと資料

請求させていただきました。昨年、２６年度、２７年度の、幼稚園を含め、どういう形

で就学前の子どもたちがどちらのほうに行かれているのかというのをちょっとこれで見

たいので、資料請求をさせていただきました。  

その中でまずお聞きしたいのは、たつた保育園、あわ保育園の定員は何人になってお

るんでしょうか。  

○坂口委員長  中原福祉課長。  

○中原福祉課長 たつた保育園が１２０名で、あわ保育園が２３０名でございます。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 ということは、２６年度は非常に厳しい数字で推移して、黎明さんが開始され

て、そして、何とかちょっと、若干なり余裕が出てきたと。今の、先ほど町長の答弁で、

今後、町の保育園は入所者が減っていくだろうと。場所のいい黎明さんがふえていくん

じゃないかというような見通しをお話しされましたが、これ、町の保育園、これ、どう

いう形で、黎明さんとの関係、そのあたりどう考えておられるか、もう一度お聞きしま

す。 

○坂口委員長  池田副町長。  
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〇池田副町長  関係って言いますとちょっとわかりにくんですけれども、ちょっと違うこ

となったら、えらい悪いです。  

  まず、町立保育園につきまして、今、定員、担当が申しあげましたように１２０と２

３０になっております。それで、今、広域入所、広域にね、例えば２６年度を見ていた

だければいいんですけども、広域のほうで１０４人行っておられますわね、斑鳩町から

よその保育園へ。これはもう、斑鳩町の保育園がもういっぱい、いっぱいで入れないと

いうことで、もうよその市町村に面倒を見ていただいている、受け入れていただいてい

ることです、の人数です。これにつきましては、もう以前からも議会等で質問ありまし

たように、やはり町内にそういうような保育園を充実させていただいて、よその、ちょ

っと自分の家から離れたところへ行かないで、町内で保育所を預けられるようにしてほ

しいということもございました。定員がいっぱいになったのと、だんだんと、それと共

稼ぎの夫婦がふえてきたというのと、いろいろな方の家族構成もございまして、保育園

ニーズというのはどんどんふえております。それに対応するために、今、使っておらな

い保健センターを保育園として、黎明さんに来ていただいて、町内の保育園の定員をふ

やすようにしたということでございます。  

  今後につきましても、この保育ニーズというのはどんどんふえてまいります。若い方

の転入促進をやればやるほど、必ず保育園の定員等はふえてまいりますので、やはり保

育園というのはまだまだニーズはあると考えておりまして、その充足については十分意

を持って、待機児童を出さないように今後も進めていきたいと、その施策をとっていき

たいと考えております。 

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 確かに、私もこれ、保育園のニーズっていうのは、表現が悪いけど、限りがな

いん違うやろうかと、それは、子どもの数というものに対してはあるかもわかりません

が、まだまだ需要があるっちゅうか、ニーズがあるように、私も感じております。今回、

黎明さんがこれ、オープンされ、オープンと言いますか、スタートされて、もういきな

り９０名とおっしゃったりとか、もう１００名を超えるような形。まして、５歳児がお

られなくてもそんな形になっていると。その中で、厚生委員会でも話あったように、旧

社協の建物を取り壊してそちらを増設したいんやという町長のお話がありました。これ、

私思いますねんけど、前回のやつも、結局、あれ、今回壊すのも町のほうで壊されると。

あと、黎明さんが使われると。これ、黎明さんのほうで壊していただく、そういうこと、

やっぱりこれやったらもううちは要らんと、そんな形になるわけですか。  
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○坂口委員長  池田副町長。  

○池田副町長  まず、それ以前に、ちょっと資料請求以外の数字をちょっとお示ししたら、

黎明さんの４月１日現在が、約７０名だったんです、去年ね、去年７０名でした。今現

在、２月１日現在、今、１０３名の方おられるんです。この差は何かと言いますと、約

３５名ですけども、町立保育園につきましては、もうたつたはもうこれでいっぱいです。

あわ保育園も、保育士が見つからないために、もう０、１、２歳は受けられないですよ

と。定員につきましても、０、１、２歳は、もうあわでももう０歳児１２名、あわで１

歳児３４名、２歳児３５名となっておりまして、とても受け付けられる状況ではないと。

これ以上受けられないと。それで、そうしたらということで、まだ黎明さんが余裕あっ

たので、０、１、２をどんどん受け入れされたと。受けられないし、町も、保育士も確

保できないと。この人が、黎明さんが受け入れしなかったら、もう全て待機児童になる

わけです、待機児童に。お母さんが働きに行けないと、こういう状況です。  

黎明さんのほうでは、どんどん受け入れされて、今、１０３名になりましたよと。た

だし、定員９０名ですので、もういっぱい、無理無理、床面積いけたら定員オーバーし

ても何とかいけますので。ただし、もう来年になれば、２８年度、今、町長先ほど申し

あげられたように、今、改造していただきました。これは何でかというと、もう来年は

１３０名の、今、申し込みありますので、これに対応するためには、もう国、県、町の

補助金はもう待っていられないと。待てないかわりに、もううち単独でしますよと。そ

うでないと、この方、約２０名は、１３０引く１０３で、約２０名、待機児童になりま

すので、そういう出すことにはやっぱりかわいそうやということで、もう自分ところの

ほうで２階の事務所をもう保育室にされて、倉庫も保育室にされて、１階のほうへ事務

所を、これはもう自分ところで事務所にされました。これで何とか定員１２０名を確保

していただくことになりました。そういう経過がございます。  

  それと、定員１２０名確保されました。ただし、この定員になってきますと、前の保

育園で、前の遊び場あるでしょう、遊び場。もう初めからこれ、議員の皆さまから、あ

んなの狭いから、早う裏の社協のあれは潰して、あそこで遊ぶようにしてあげてくださ

いよという要望がございました。今度はまた、９０から１２０になりますので、当然遊

び場もないわけですわ、遊ぶ場所が。やはり、たつた、あわ保育園とかやったらそれな

りの遊び場ありますけども、こっち来たらないと。やはりその基準に合う遊び場も確保

する必要がありますので、先ほど町長言われたように、中に埋蔵文化財ありますけども、

あれをどこかへ移転して、あれを取り壊して、やはりあそこで全体の保育ニーズに応え
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られるような施設にやっていきたいと考えて、今、予算計上をさせていただいておると

ころでございます。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 おっしゃること、ようわかりまんねん。はっきり言うて、今はもうそんなに時

間の猶予もない。非常にもう定員がいきなりいっぱいになってきていると。ただ、私言

うているのは、裏のやつ、相手は民間さんですわ。黎明さんのためにも、ああ、建物、

無償で贈与受けはって、次、建物壊してもらわはってんというのは、黎明さんにとって

も決してええことないんちゃうかと。だからこれ、潰すのは黎明さんで、使わはるのは

黎明さんが使わはるのであれば、壊すのは黎明さんで壊してもらわはるほうがええこと

おまへんか。また、法隆寺幼稚園、幼稚園と保育園とは違うと言うても、町内にもほか

の業者さん、民間あります。そのあたりで公平性、税の公平性とかいろいろな面でそう

いうような考え方もできまへんやろうかと、こういうお話をさせてもうていますねんけ

ど、そのあたり、どうでっしゃろ。  

○坂口委員長  池田副町長。  

○池田副町長  保育園運営するときに、やはり民間と公立では、やっぱりその経費が相当

違ういうのはご理解いただいておると思います。それで、公立で運営したら、今まで何

回も質問されておりますけども、やはり非常に高いと。民間にしたら非常に安くつくと。  

今度の場合、今あるところを増築するわけです。あそこに初め黎明さんを来ていただ

いたのは、いろいろ厚生委員会でも議論ありましたけども、今、その当時、黎明さんに

約９０名程度預かっていただいておりました、あの遠いところのね。ただし、これだけ

もう向こうへお世話いただいているのやから、ここでする場合、やはり黎明さんが一番

ちょうど関係深いということで、ここへ来ていただいて、非常にニーズが高くなってい

る状況です。  

これ、ニーズ高くなって、今度、増築するわけです。それなら、するときに、やはり

黎明さんとしては、今現在ある９０名をね、１２０にされるときに、事務所も、これは

もう約１，０００万以上かかっています。あれだけでもやっぱり１，０００万以上かか

る。それなりのやっぱり投資をしてやっていただいておるわけです。備品等を整える場

合、ございますわね、保育園を運営するときに。備品等に運用するとき、これはもう備

品等についてはそんなに国庫補助金とか出ないわけです。これはもう自分ところのお金

で投資をされておりますので。そうしたこともあるから、土地についても、当分の間無

償ですよということで契約させていただいておりますけども、これは、決算委員会やな、
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決算の中でも、審査の中でもお答えしたんですが、ここではない、決算監査の中でもお

答えしたんですけども、やはり数年間、運営状況を見て、それは土地代についてはいた

だきますよということで、今、させていただいております。前の駐車場を使っておられ

ますけども、これにつきましても、職員さん使っておられる分ありますので、これにつ

いては町のほうで一定のお金をいただいて、収入としてさせていただいております。  

今、言われるように、外から見たら、えらいええ目しているんじゃないかと言われる

けども、そうしたら、その人がね、今度そうしたら保育園を新規にやりたいと言われた

ら、どこかで手を挙げていただいたら、国、県、町の補助金、ちゃんとお出しして、さ

せていただきますので。 

それと、将来的に、保育園をもうどこか、やっぱりこのままでは、もうここもいっぱ

いになります。いつかの段階では、必ず保育園の誘致が必要となってまいります、誘致

が、私立の幼稚園をね。そのときには、絶対プロポーザルで一般公募しますので。一般

公募して、斑鳩町でやってくださいよということになってこようかと思いますけども。

非常にその見た目でええ目しておられるのかというのは、そういうこともあるかわかり

ませんけども、一方で非常に負担もしておられるということも、やはりその方にはご理

解していただいたらありがたいとは考えております。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 何遍もすみません。正直、これもね、一遍私ももうちょっと勉強させてもらい

ますわ。ただ、１点だけ。この旧の保健センター、今、使っておられるの、残存価格は

何ぼでしたんかな。大体で結構です。  

○坂口委員長   

 残存価格でよろしいですか。約１億数千万円程度になるかなと思っ

ております。  

○坂口委員長  池田副町長。  

○池田副町長  残存価格いうのは、その当時、建設した当時から減価償却を引いた分でご

ざいますので。それを、価値としてはどれぐらいあるか言うたら、全然利用していなく

て活用ゼロでしたら、残存価格はあるけども、実際の利用価値はゼロであるということ

だけは理解をしていただくようにお願いをいたします。  

○坂口委員長  ほか、ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○坂口委員長  ないようですので、これをもって、第３款  民生費に対する質疑を終結い
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たします。  

４５分まで休憩いたします。  

（午後 ２時３１分 休憩） 

（午後 ２時４５分 再開） 

○坂口委員長  それでは、再開いたします。  

山﨑国保医療課長。  

○山崎国保医療課長 先ほど木澤委員からご質問のありました、子ども医療費の小中学生

の通院のワンレセプト当たりいくらかということについて、回答申しあげます。ワンレ

セプト当たり１，９６２円となっております。  

○坂口委員長   

 午前中の総括のところで小林委員からご質問のありました、交付税

措置のある起債の残高のことなんですけども、平成２６年度の残高で申しあげますと、

平成２６年度の地方債、一般会計の町債残高は、約９７億５千万円となっております。

このうち、いわゆる地方交付税措置のない起債なんですけど、これが６億３，６００万

円程度となっておりまして、全体の６．５％の構成比となっております。残りの９１億

１，４００万円、９３．５％が、全て何らかの形で交付税措置のある起債となっており

ます。以上です。  

○坂口委員長  それでは次に、第４款 衛生費について、説明を求めます。  

乾住民生活部長。  

○乾住民生活部長  それでは、第４款 衛生費につきまして、ご説明申しあげます。第４

款 衛生費につきましては、新年度は９億９，３１１万９，０００円の計上となってお

り、前年度と比較いたしまして、１億２４９万４，０００円、９．４％の減となってお

ります。  

それでは、科目ごとにご説明申しあげます。失礼して、座って説明させていただきま

す。 

まず、７８ページから７９ページでございます。第１目の保健衛生総務費についてで

ございます。新年度は、１億４，１９２万８，０００円を計上しており、前年度と比較

いたしまして、８８２万２，０００円、５．９％の減となっております。職員に係る人

件費のほか、王寺周辺広域休日応急診療施設組合交付金と分担金、西和衛生試験センタ

ーの組合分担金が主なものであります。なお、西和衛生試験センター組合におきまして

は、平成２８年度末をもって解散される予定で、同センターによる水質等の検査は平成
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２８年８月末で終了することから、以後、河川の水質検査やダイオキシン類の検査など

は、民間の機関へ委託することとしております  

次に、７９ページから８１ページの第２目  感染症予防費でございます。新年度は、

８，５７０万２，０００円を計上しており、前年度と比較いたしまして、１６４万円、

２．０％の増となっております。子どもから高齢者まで、感染症の発生と蔓延及び罹患

後の重症化を防ぐため、各種予防接種を実施してまいります。平成２７年度から実施し

ておりますおたふくかぜ予防接種費用の一部助成や高齢者インフルエンザ予防接種費用

の無料化など、町単独事業として引き続き実施することといたしております。  

次に、８１ページから８２ページにかけましての第３目  母子衛生費であります。新

年度は、３，３２４万９，０００円を計上しております。前年度と比較して、３６９万

４，０００円、１２．５％の増となっております。親と子が健やかに暮らすことができ

るよう、第２期安心して産み育てる「いかるがっ子プラン」斑鳩町母子保健計画に基づ

き、妊娠から出産、子育て期まで切れ目のない支援を行ってまいります。新年度から、

新たに、妊産婦相談や乳幼児相談を身近な地域の中で継続的に行えるよう、東・西公民

館や保健センターで助産師などによる相談業務を行い、子育て支援の充実を図ってまい

ります。  

次に、８２ページから８３ページの第４目  健康増進事業費であります。新年度は、

３，９０６万１，０００円を計上しております。前年度予算額と比較して、３０１万９，

０００円、７．２％の減となっております。第２期斑鳩町健康増進計画に基づき、生活

習慣病の発症や重症化予防などに取り組んでまいります。新年度では、各種がん検診の

受診意向に関するアンケートを実施し、がん検診の受診の促進を図りながら、病気の早

期発見に努めてまいります。また、生き生きプラザ斑鳩にウォーキングルート表示板を

設置し、ウォーキングを通して健康増進の意識を高め、生活習慣病の予防を図ってまい

ります。  

  次に、８３ページの第５目  狂犬病予防費であります。新年度は、３０万９，０００

円を計上しており、前年度と比較して、３万２，０００円、９．４％の減となっており

ます。 

  次に、８３ページから８４ページにかけましての第６目  火葬場費であります。新年

度は、２，４２２万９，０００円を計上しております。前年度と比較して、１９５万７，

０００円、７．５％の減でございます。引き続き、良好な稼動、運営を行ってまいりま

すとともに、周辺地域への環境整備に努めてまいります。  
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  次に、８４ページから８５ページにかけましての第７目  環境対策費であります。新

年度は、４４２万３，０００円を計上しており、前年度と比較して、１４０万５，００

０円、４６．６％の増となっております。先ほど保健衛生総務費の中でもご説明いたし

ましたように、西和衛生試験センター組合での検査が平成２８年８月末で終了すること

から、９月以降の大和川、富雄川、竜田川の河川の水質検査につきまして、民間の検査

機関に委託することとなり、委託料として８６万４，０００円を計上しております。ま

た、斑鳩町地球温暖化対策地域協議会を引き続き支援することとし、補助金として５０

万円を計上しております。また、引き続きスズメバチ営巣駆除に要した費用の一部を補

助し、補助金として２０万円を計上いたしております。  

  次に、８５ページから８６ページにかけましての第２項  清掃費、第１目 清掃総務

費であります。新年度は、２，０７７万３，０００円を計上しております。前年度と比

較して、４９４万８，０００円、３１．３％の増でございます。新年度におきましても、

美化意識の向上を図ることを目的としたいかるがの里クリーンキャンペーンや自治会内

美化キャンペーンなどの清掃活動を実施することといたしております。  

  次に、８６ページから８９ページにかけましての第２目の塵芥処理費であります。新

年度は、５億１，８７０万３，０００円を計上しております。前年度と比較して、９，

０８３万円、１４．９％の減であります。平成２６年度から３か年継続事業で実施して

おります衛生処理場焼却棟解体撤去工事が最終年を迎え、新年度では、工事請負費とし

て８，３３５万２，０００円を、工事施工監理業務委託料として１８３万６，０００円

をそれぞれ計上しているところであります。既に焼却棟の解体は終了しており、持ち込

まれたごみの一部の仮置き場の設置、敷地内の舗装などの工事を残すのみで、予定どお

り本年８月には工事が完了する見込みでございます。今後も、処理施設を持たない町と

して、行政、住民、事業者が一体となり、焼却や埋め立てに頼らないごみ処理、いわゆ

るゼロ・ウェイストへの取り組みを進めていく必要があり、平成２９年中にも、我が国

で４例目となりますゼロ・ウェイスト宣言を行いたいと考えております。そのため、さ

らなるごみ発生抑制は不可欠であり、新年度は、生ごみの中に手つかず食品や食べ残し

などがどれだけ含まれているかの調査を行うこととし、これまでのごみ質検査とあわせ

て、検査業務委託料として１３２万７，０００円を計上しております。また、生ごみの

自家処理を推進するため、引き続き、生ごみ処理機や生ごみ処理容器の購入に対する奨

励金９３万８，０００円を計上するとともに、費用面で手軽に行えるダンボール型コン

ポスト、木箱型コンポストなどを普及するに当たり、体験講座を実施することとし、教
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室開催委託料として８万円を計上しております。また、引き続きごみ分別アプリを活用

することとし、システム使用料として１３万円を計上しているところでございます。  

最後に、８９ページから９０ページにかけましての第３目  し尿処理費でございます。

新年度は、１億２，４７４万２，０００円を計上しております。前年度と比較して、９

５２万１，０００円、７．１％の減でございます。引き続き、鳩水園の設備機器の補修

を計画的に進め、適切な維持管理並びに運営を行ってまいりますとともに、周辺地域へ

の環境整備に努めてまいります。  

以上で、第４款 衛生費の説明とさせていただきます。よろしくご審議を賜りますよ

うお願い申しあげます。 

○坂口委員長  説明が終わりましたので、第４款  衛生費について、質疑をお受けいたし

ます。 

木澤委員。  

○木澤委員 予算書の７９ページの報償費のところで託児ボランティア謝金っていうのが

新たに計上されていると思うんですけども、これを教えてもらえますかね、何か。  

○坂口委員長  西梶健康対策課長。  

〇西梶健康対策課長 今年度までは、子育てサポーターゆりかごのボランティアの団体さ

んの方が無料で、各種検診とか、教室とかするときに託児をしていただいていました。

新年度からは、やはりそちらの団体さんに、ほかの課で実施している教室等においても

１人当たり６００円、１事業について１人当たり６００円をお支払いしていくというこ

とで、新たに２８年度から予算計上をさせていただいたところでございます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 それは当然、お金取ってやってはる団体なので、払っていくことに別に異論

はないんですけど、それでも６００円ってちょっと安いんかなと思うけど、通常ゆりか

ごさんがやってはる金額がいくらで、交渉してそういう結果になったのか、ちょっとそ

の辺、教えてもらえますか。 

○坂口委員長  西梶健康対策課長。  

〇西梶健康対策課長 通常は１時間当たり６００円で見ておられます。ただ、保健事業等

ではボランティアということもありまして、１事業に対して、例えば午前中する分につ

きましては、２時間あっても６００円で見ていただくということでございます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 はい、わかりました。  
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  そうしたら次、８０ページの高齢者インフルエンザの予防接種の委託料ですけども、

これ、基本の単価が変わったんですかね、金額が大きくは変わっていますけども、この

内容と、それで、今、インフルエンザ、子どもたちの間でもすごくはやってきていて心

配はされるんですけども、接種の率っていうのはどんなふうになっているんでしょうか。  

○坂口委員長  西梶健康対策課長。  

〇西梶健康対策課長 平成２７年度の予算につきましては、対象者の６割を見まして、５，

１２０円の５，１２０人分を計上させていただいております。  

現在の接種率ですけども、昨年では約５８％ぐらいで、ことしの接種はちょっと早い

目に皆さん接種されまして、最終１月末では、ほぼ去年と同じ５８．数パーセントにな

るだろうというふうに見込んでおります。  

インフルエンザにつきましても、昨年よりも後でインフルエンザの流行が始まってお

りまして、まだ２月、３月にはまだ流行しているというような状況でございます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 ２７年度で５，１２０円掛ける５，１２０人分というふうに教えていただき

ましたけど、２８年度も教えてもらえますか。  

○坂口委員長  西梶健康対策課長。  

〇西梶健康対策課長 ２７年度は４，５３０円で計上させていただいていまして、２７年

の接種費用が当初予算より上がりまして、ワクチンが変わったということで、ワクチン

代上がったということで補正予算を組ませていただいて、５，１２０円で支出をさせて

いただいています。２８年度におきましても、その５，２８０円で予算計上させていた

だいております。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 一定、前年度、今年度もちょっとふえるかもしれませんけども、６０％前後

のところかなと。前にも１回、決算のときかな、言わせてもうたかと思うんですけども、

大体受ける人って、同じ人が受けてはると思うんですけども、無料でこれ、受けられま

すよっていうのを知らない人もまだたまにいらっしゃるんですね。広報等には載せてい

ただいているかと思いますけども、また啓発のほうをですね、力入れていただきたいな

というふうに思いますので、お願いしておきます。  

○坂口委員長  西梶健康対策課長。  

〇西梶健康対策課長 毎年、これは１０月から１月までの期間を設けまして、予防接種を

実施しております。広報に掲載するとともに、各医療機関にもポスターを張らせていた
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だいて啓発をさせていただいているところではございますので、できるだけ、保健セン

ターへ来られたときとか、そういった機会を通じて啓発に努めてまいりたいというふう

に思っています。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 そうですね、従来もやってきていただいていると思いますけど、例えば５年

に１回とか、何かまた違う形でね、同じところで、やっぱり情報を得られないっていう

んですかね、方がいらっしゃるかと思いますので、そうした方へも情報を発信できるよ

うな形を何かやっぱり考えていただきたいなというふうに思いますので。やっぱり高齢

者の方、インフルエンザなってしまうと、肺炎になったりとか、重症化してしまうケー

スもあると思いますので、町のやっていただいているこの取り組みね、非常に効果的や

と思いますから、やっぱりよりたくさんの方に接種していただけるように、引き続き啓

発、検討のほう、よろしくお願いします。  

  そうしましたら次ですね、８２ページのがん検診のところなんですけども、部長の説

明の中でも、受診率を上げていくということで力を入れていくというふうにおっしゃっ

ていただいたんですけども、やっぱり斑鳩町、特に国保税なんか財政的に厳しいと。保

険税なんかもそんな急に上げたりもできない中でですね、やっぱり病気を予防していく

っていうことが非常に大事になってくるかなというふうに思いまして、このがん検診な

んかもできるだけやっぱり受診していただいて、早期に発見をするということは、当然

担当課のほうでも重々承知はしていただいているかと思いますけども、この取り組みで

すね、予算の金額、ちょこっとずつ変わってはいるんですけども、その金額で充実等さ

れてる点がありましたら、内容ですね、教えていただけますかね。  

○坂口委員長  西梶健康対策課長。  

〇西梶健康対策課長 予算上につきましては、乳がん、子宮がんが、昨年度より予算額で

は尐なくなっております。これは、２年に１回の検診ということで、２８年度はちょっ

と尐ない、対象者が尐ない年になっておりますので、予算額が尐なくなっております。  

今おっしゃっていただいたように、がん検診、やっぱり早期発見、早期治療というこ

とで治癒するということは非常に大事な検診というふうに考えております。それで、２

８年度は、新規の事業といたしまして、がん検診のアンケートを実施をしようと思って

おります。過去５年間に受診されていない方に対しまして、検診の受診意向に関するア

ンケートを実施いたしまして、受診勧奨をしながら受診率の向上に努めてまいりたいと

いうふうに考えております。  
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○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 新たな取り組みをされるということで、またこれ、結果がね、どうなるかっ

ていうのを期待したいと思いますけども、やっぱりいろいろそのとき、そのときで工夫

していかないと、なかなか広げることって難しいなと思いますので、また新体制にはな

られるかと思いますけども、よろしくお願いいたします。  

  次にですね、予算書の８３ページの火葬場費のところなんですけども、光熱費とか、

修繕料が若干ふえているんですけども、この理由について、教えていただけますか。  

○坂口委員長  栗本環境対策課長。  

〇栗本環境対策課長 火葬場の使用料につきましては、年々増加傾向にございます。そう

いったことから、光熱水費では、都市ガスの使用料が増加をしております。また、修繕

費につきましては、前年度から５０万円増額をしております。こちらにつきましても、

平成９年３月の供用開始からもう丸１９年、間もなく２０年が経過しようとしておりま

す。そういったことから、炉内の耐火物あるいは電気系統など計画的に保守整備を進め

ておりまして、２８年度につきましては、前年度から５０万アップの３００万で工事を

していきたいというふうに考えております。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 あと、以前に、もともと炉っていうんですかね、が２つあって、交代に稼働

させていると、たしかそんな報告いただいていたと思いますけども、今は使用量がふえ

てきている中で、今後の見通しっていうのはどうなるんでしょうか。  

○坂口委員長  栗本環境対策課長。  

〇栗本環境対策課長 数年前、大体平均２２０体であった使用量が、最近では２５０から

２７０の範囲で推移をしています。これについては、もうしばらくこのご利用の数で推

移していくだろうというふうに予測しております。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 これがいくつぐらい、平均で、平均でっていうか、何体ぐらいになると、も

うキャパとしては限界になるんですか。  

○坂口委員長  小城町長。  

〇小城町長 何体ぐらいというよりも、もう焼却をして、３時までには納骨ですね、骨揚

げをする。それ以降になったらもう翌日に回していくということですから、大体、今、

葬式の時間帯は、１０時、１１時、１２時ぐらい。そういうことで、３組は十分いけま

すから。そういう点では、うまく調整はできていると思います。  
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○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 当面はいけるということで町長おっしゃっていただいたかと思うんですけど

も、３時までに終わって、そうして回していって、この、今、２５０から２７０って言

っていただいたのが、年間ですね、これ。キャパ的に年間で回せる数ですね、のマック

スっていうのがいくつになるんでしょう。  

○坂口委員長  小城町長。  

〇小城町長 これはなかなかわかりませんから。２日、３日あいたり、あるいは１日で３

体ということもございますからですね。それとやっぱり地元の関係等ございますから、

やっぱり霊安室もありますから、そういう対応は十分できると思っていますし、また、

セレモニー屋さんはセレモニー屋さんでそういう調整をやっぱりして、必ず火葬届はこ

の斑鳩町の役場へ来られますからですね、それはやっぱりそれを住民課が十分対応して

いかなかったら、それはいけないと思います。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 結構です。また聞きます。  

そうしましたら、８４ページのほうの火葬場周辺対策整備補償金、この内容を教えて

いただけますか。  

○坂口委員長  栗本環境対策課長。  

〇栗本環境対策課長 火葬場の周辺対策の内容についてであります。今回、三井の自治会

につきましては、補償金が発生するような事業はございません。東里自治会につきまし

ては、平成２８年度、農道整備工事の地元負担金として１６０万円、また、町のほう、

土地改良事業を活用しての農道水路、あるいは農道の改修工事が行われ、その地元負担

金として４００万、あと、消防団の消防ポンプの更新、あるいは集会所のトイレの改修

工事など、計４事業でございます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 はい、わかりました。  

そうしたら次、８６ページですね、塵芥処理費のところで、ここも１１節の需用費の

ところで、燃料費と、あと光熱水費ですね、こちらのほうについては下がってきている

んですけども、これはどういった理由によるものでしょう。  

○坂口委員長  栗本環境対策課長。  

〇栗本環境対策課長 塵芥処理費の燃料費でございます。前年度と比較して８０万４，０

００円が減額をされてます。ごみ収集あるいは粗大ごみの収集、安心サポートごみ収集
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などの燃料費でございますけども、走行距離については、そう年間、変動はございませ

んが、軽油につきまして、前年度の予算計上時が１４１円、今回が１０９円、ガソリン

が前年度１３７円であったのが今回１２８円で積算をしているところで減尐をしている

ところであります。  

また、光熱水費につきましても、節電、節約を心がけておりまして、そういったとこ

ろで減尐をしているところであります。  

○坂口委員長 木澤委員。  

○木澤委員 純粋にガソリン等が安くなったということですね。わかりました。  

  次、８７ページのところなんですけども、ごみの収集業務をどんどん委託していって

いますけども、今、可燃ごみ、不燃ごみの収集体制っていうのがどうなっているのか、

教えていただけますか。 

○坂口委員長  栗本環境対策課長。  

〇栗本環境対策課長 可燃ごみにつきましては、全て、町全域、収集は委託でございます。

不燃ごみにつきましては、町職員で毎週月曜日及び火曜日、パッカー車３台で収集をし

ているところであります。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 可燃については全部民間委託だと。不燃は町の職員が収集をしているという

ことで、これは可燃ごみで、例えばですね、民間業者のほうでトラブル等が発生して収

集ができなくなったというときには、この職員のほうで収集できる体制っていうのはと

れるものなんでしょうか。  

○坂口委員長  栗本環境対策課長。  

〇栗本環境対策課長 契約の中で、委託先のほうで収集体制を十分確保するようにうたっ

ておりますので、町職員は、急遽そちらに回れる人員を確保しておりません。全て委託

業者のほうで対応していただくと、トラブルがあったときにはほかの従業員が回るとい

ったことで対応していただくということです。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 そうしたら、そういう形で契約を交わしているということで、リスクについ

ても、そうした面できちっと捉えてはるっていうことですね。  

○坂口委員長  ほか、ございますか。  

平川委員。  

○平川委員 そうしましたら、８５ページの水資源保全全国自治体連絡会負担金ってある
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んですけれど、これはどういうものなんでしょうか。  

○坂口委員長  栗本環境対策課長。  

〇栗本環境対策課長 水資源保全全国自治体連絡会ですけれども、地域の共有の貴重な財

産である地下水及びわき水が健全に循環し、水源地域の適正な土地利用により地域の保

全を図るとともに、その利用を継続的かつ安定的に維持し、または回復するために各市

町村のネットワークを確立するため、平成２６年７月に設立された団体であります。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 今回が初めてなんでしょうかっていうことと、全国的な組織ですか。  

○坂口委員長  栗本環境対策課長。  

〇栗本環境対策課長 ２６年７月に設立をされまして、これまで２回の連絡会が開催をさ

れておりますけども、会場の借り上げあるいは資料作成等々の費用なども必要になるこ

とから、平成２８年度より負担金として１団体年間２万円を徴収しようということが総

会で決められたところであります。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 全国的な組織なのかどうか。  

○坂口委員長  栗本環境対策課長。  

〇栗本環境対策課長 現在、全国、先進的に取り組む１４８の自治体が加入をされており

ます。 

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 ありがとうございます。  

それと、この環境首都創造ネットワーク負担金っていうのも前回はなかったように思

うんですけれども、これはどうものなんでしょうか。 

○坂口委員長  栗本環境対策課長。  

〇栗本環境対策課長 こちらのほうも、持続可能な地域社会づくりの政策の向上とともに、

地域が力を合わせることで日本を変えていく影響力を創出することを目指しまして、現

在、１７の自治体、８の研究者・研究機関、１７のＮＧＯで構成されているネットワー

クでございまして、年１回、そういった会員自治体、研究者が集まりまして、フォーラ

ムが開催されているところであります。これにつきましても、過去３年間は地球環境基

金の助成金を活用されて運営をされてきましたけれども、その助成金が、基本が３年で

終了するということで、平成２８年度より１団体につき年会費２万円、フォーラム参加

１人１万円、セミナー参加１人５，０００円の徴収が総会で決められまして、当町は、
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平成２８年度、４万５，０００円の負担金を納めることになっているところであります。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 ありがとうございました。  

あと、８４ページのスズメバチ被害防止対策補助金なんですけれども、前年度に比べ

ると金額が上がっているようなんですけれど、被害はふえているんでしょうか。  

○坂口委員長  栗本環境対策課長。  

〇栗本環境対策課長 当事業については、平成２６年度から実施した事業であります。当

初年度は、１５件の予算に対して１０件の申請でございました。平成２７年度におきま

しても、同数の件数、１５件を予算計上しておりましたが、今日までに２８件の申請が

あったところでございます。そういったことから、当町の補助事業が２年目を迎え、制

度が広く浸透してきたことが増加の要因であるのかなというふうに判断をいたしまして、

２８年度につきましては、５件分増の２０万円を計上しているところであります。  

○坂口委員長  平川委員。  

○平川委員 ５件増で、最終的に何件を見込んでいらっしゃるんですか。  

○坂口委員長  栗本環境対策課長。  

〇栗本環境対策課長 こちら、限度額が１万円となっておりますので、２０件分を見込ん

でおります。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 ８８ページの第１３節の一番下ですか、衛生処理場の解体撤去のやつですねん

けど、これ、もう最終年度になってきたと思うんですが、その後の利用について、何か

もう決まっているのであれば、教えてください。  

○坂口委員長  小城町長。  

〇小城町長 以前からも申しあげておりますように、解体をさせていただいて、当面はあ

のまま置いておくということでございまして、今、現時点では、何も計画はしていませ

ん。以上です。  

○坂口委員長  伴委員。 

○伴委員 こう、草生えてというような格好で、それならそれだけを処理されて、平地の

まま置いておかれるということですね。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 ８７ページのその他プラスチック類の処理業務の委託料なんですけども、こ

のその他プラスチック類、収集量はふえているかなと思ったんですけども、これ、金額
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が減っているのはどういったあれでしょうか。  

○坂口委員長  栗本環境対策課長。  

〇栗本環境対策課長 その他プラスチック類につきましては、平成２７年度当初予算では、

処理量６００トン、運搬回数などの委託料も含めまして１，６６９万３，０００円を計

上しておりましたが、その他プラスチック類につきましては、平成２６年度の実績で５

８２トン、平成２７年度の見込みで５７４トンと、減尐傾向にはございます。しかし、

平成２４年度では５９０トンを処理したこともあるなど、まだまだ流動的な要素もある

ことから、平成２８年度では処理量５８０トンで積算をしているところであります。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 そうしたら別に交渉で単価下げてもらったわけじゃなしに、純粋に量で計算

して、減る見込みで計上しているっていうことですね。  

○坂口委員長  栗本環境対策課長。  

〇栗本環境対策課長 はい、そのとおりでございます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 はい、わかりました。  

８９ページのところですけども、伊賀市に対する負担金ですね、これも金額減ってい

ますけども、単純にその量が減っているから金額が減っているというふうに理解してい

いんでしょうか。  

○坂口委員長  栗本環境対策課長。  

〇栗本環境対策課長 伊賀市にお支払いする環境保全負担金の対象は、可燃ごみ、不燃ご

み、その他プラスチック、土砂類であります。全て平成２７年度の処理見込み量より減

尐しているため、この負担金も減尐するものであります。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 はい、わかりました。  

あと、最後にですね、合特法の関係なんですけども、し尿の収集の契約されていると

思いますけども、今回新たに生ごみの収集についても、たしか清水環境さんに委託され

るというふうに思うんですけども、それはその交渉っていうんですかね、等は発生しな

い事案なんでしょうかね。し尿の収集量が減ることに関して、かわりに仕事を町のほう

で発注するということで、し尿のほうの減ってきている分については交渉で契約金額下

げてきていただいていたと思うんですけども、そういう交渉事は発生するようなもので

はなかったということなんでしょうか。  
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○坂口委員長  小城町長。  

〇小城町長 最終的にはもう３，０００万円ちゅうことで、一応、決着はしています。も

う３，０００万円以下はもうないということです。それまでは３，４００万、３，５０

０万を３，０００万まできたわけですから。そして、あと合特法関係で、ごみ収集の関

係についてはそれをしようということで、議会にも、委員会にも報告申しあげてですね、

ご了解いただいて、今現在、そういう進行で進めております。  

○坂口委員長  ほか、ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○坂口委員長  ないようですので、これをもって、第４款  衛生費に対する質疑を終結い

たします。  

次に、第６款  商工費について、説明を求めます。  

乾住民生活部長。  

○乾住民生活部長  それでは、第６款 商工費のうち、住民生活部が所管いたします予算

の概要につきまして、ご説明申しあげます。失礼して、座って説明させていただきます。  

予算書の９６ページをごらんいただきたいと思います。第６款 商工費、第１項  商

工費、第１目  商工総務費でございます。このうち、第８節  報償費では、消費生活相

談員謝金として、昨年度と同額の４５万６，０００円を計上しております。また、第１

９節 負担金補助及び交付金では、シルバー人材センターの活動助成金等として、昨年

度と同額の８９７万円を計上いたしております。  

以上で、第６款 商工費のうち、住民生活部の所管に係ります予算の説明とさせてい

ただきます。よろしくご審議をいただきますようお願い申しあげます。  

○坂口委員長  説明が終わりましたので、第６款  商工費について、質疑をお受けいたし

ます。 

木澤委員。  

○木澤委員 これ、決算のときに言うてきたことなので、ここで一括して聞きますけども、

シルバーさんに発注している単価の改善を求めてきましたけども、それについては新年

度予算では反映されているんでしょうか。  

○坂口委員長  小城町長。  

○小城町長 そのまま、現状のままでございます。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 改善されなかったということは、非常に残念だというふうに思います。  
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あとですね、今、シルバーさんに発注していただいている単価を、今、奈良県の最低

賃金、７４０円になっていますので、その単価で計算し直すと、シルバーさんに発注し

ている金額、総額で言うといくらぐらい変わるのか。今すぐにわからなかったら、また

後刻でもかまいませんけど、ちょっと教えていただきたいんですけども。  

○坂口委員長  乾住民生活部長。  

○乾住民生活部長  積算はいたしておりません。当然、業務委託ということでございます

ので、これはもう委託料としてそれぞれの担当課で計上いたしておりますので、これを

置きかえるということはちょっとできないといいますか、計算はできないと思いますの

で、これにつきましては、もう同額ということで、先ほど町長申しあげましたように２

７年度と同額ということでございますので、ご理解いただきたいと思います。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 発注する事業がわかれば金額の計算はできるかなというふうに思うんですけ

ども、決算のときに、シルバーさんに対してどんな事業を発注しているよというのは資

料つくっていただいていますので、その中で、ことしはこれはやっていませんっていう

のはあるかもしれませんけども、その辺については計算できるのかなと思うんですけど

も。それができないっていうのはちょっとよくわからないんですけど。  

○坂口委員長  植村総務部長。  

○植村総務部長 シルバー人材センターとのほとんどの契約につきましては、業務請負、

これは委員もご承知だと思います。業務請負の場合には、その仕事をどれだけの金額で

やってもらうかっていうことを双方合意のもとで契約をするものです。ですから、１時

間当たり、１人当たりの単価を前提にして計算するものではもともとないということは

ご理解いただきたいと思います。ですから、例えばその７０５円を７４０円に置きかえ

るといった場合には、私どもも、人材派遣と同様にですね、１人当たりの単価を認める

ことになります。ですから、そのような計算はもともとできないということです。  

ですから、例えばシルバー人材センターさんが７０５円で、めどとして７０５円で何

人で何時間でということで、おおむねの委託金額を出されているっていうのは承知はし

ておりますけれども、しかし、その業務を完了するのにその人数を確保しなければなら

ないとか、それだけの時間を確保しなければならないといった前提の契約ではないとい

うことをご理解いただきたいと思います。  

○坂口委員長  木澤委員。  

○木澤委員 町のほうでは単価を出して計算していることではないというふうにおっしゃ
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るんでしたら、私のほうで独自で調査したいと思います。結構です。  

○坂口委員長  ほか、ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○坂口委員長  ないようですので、これをもって、第６款  商工費に対する質疑を終結い

たします。  

  これをもって、本日の審査を終了いたします。  

あす８日午前９時から、本日の続きから引き続いて予算審査特別委員会を行いますの

で、定刻にご参集をお願いいたします。  

本日は、これをもって散会いたします。  

（午後３時２８分  散会） 


